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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを入力する画像データ入力手段と、
　記録媒体の種類情報を入力する記録媒体情報入力手段と、
　前記入力された画像データの画像を前記記録媒体に形成する画像形成手段と、
　前記記録媒体に形成された画像の情報を検出する検出手段と、
　前記検出手段に検出された画像の情報と前記入力された画像データをハーフトーニング
処理して得られたハーフトーニング処理済みデータとを比較して前記記録媒体に形成され
た画像を検査する画像検査手段と、
　該画像検査手段による前記画像の検査における検査条件を前記入力された記録媒体の種
類情報に応じて変更する検査条件変更手段とを備えることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記検出手段の読み取り解像度と前記ハーフトーニング処理後の前記ハーフトーニング
処理済みデータの解像度とは一致することを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記検出手段は、前記記録媒体に形成された画像の正反射光を用いて前記画像の情報を
検出することを特徴とする請求項１又は２記載の画像形成装置。
【請求項４】
　前記検査条件は、検査内容、検査対象、及び検査レベルの少なくとも１つを含み、前記
検査条件変更手段は前記検査内容、検査対象、及び検査レベルの少なくとも１つを変更す
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ることを特徴とする請求項１乃至の３いずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記検査条件は、検査内容、検査対象、及び検査レベルの少なくとも１つを含み、前記
画像形成装置は、前記検査条件を設定する検査条件設定手段を備え、前記検査条件変更手
段は前記検査条件を前記記録媒体情報入力手段の設定及び前記検査条件設定手段の設定の
少なくとも一方に応じて変更することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載
の画像形成装置。
【請求項６】
　前記画像形成装置は外部装置に接続され、前記記録媒体情報入力手段及び前記検査条件
設定手段は前記外部装置から設定できることを特徴とする請求項５記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記検査条件設定手段は、前記記録媒体の種類情報に応じて、前記検査内容、前記検査
対象、及び前記検査レベルの少なくとも１つを自動的に設定すること特徴とする請求項５
又は６記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記記録媒体情報入力手段は、前記記録媒体の種類情報として前記記録媒体の紙種名称
、坪量、及び表面特性の少なくとも１つを、ユーザの操作に応じて入力することを特徴と
する請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記記録媒体情報入力手段は、前記記録媒体の紙種名称、坪量、及び表面特性の少なく
とも１つを検知して前記記録媒体の種類情報として設定することを特徴とする請求項１乃
至７のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１０】
　前記画像形成手段が前記記録媒体に前記画像データの画像を形成する前に、前記記録媒
体に形成された正反射成分を用いて前記記録媒体の検査を行う記録媒体検査手段を有する
ことを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項１１】
　前記記録媒体検査手段は前記画像データの画像を形成する前に行う前記記録媒体の状態
の検査を、前記記録媒体の種類情報に応じて実行しないことを特徴とする請求項１０記載
の画像形成装置。
【請求項１２】
　前記記録媒体には予め他の画像が形成されており、前記画像検査手段は、前記記録媒体
に予め形成された他の画像の情報を予め検出し、該検出した前記記録媒体に予め形成され
た他の画像の情報と、前記検出手段に検出された画像の情報と、前記前記ハーフトーニン
グ処理済みデータとに基づいて前記記録媒体に形成された画像を検査することを特徴とす
る請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項１３】
　入力された画像に応じて記録媒体に画像を形成して当該記録媒体上の画像の検査を行う
画像形成方法であって、
　前記画像データを入力する画像データ入力ステップと、
　前記記録媒体の種類情報を入力する記録媒体情報入力ステップと、
　前記入力された画像データの画像を前記記録媒体に形成する画像形成ステップと、
　前記記録媒体に形成された画像の情報を検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにおいて検出された画像の情報と前記入力された画像データをハーフ
トーニング処理して得られたハーフトーニング処理済みデータとを比較して前記記録媒体
に形成された画像を検査する画像検査ステップと、
　前記画像検査ステップにおける前記画像の検査の検査条件を前記入力された記録媒体の
種類情報に応じて変更する検査条件変更ステップを備えることを特徴とする画像形成方法
。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録媒体に形成された画像の検査、又は画像形成前の記録媒体の検査を行う
画像形成装置及び画像形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の画像形成装置には、記録媒体（以下、用紙と称する）に画像が形成された印刷物
の画像欠損、汚れ、斜行等の欠陥を判断し、欠陥と判断した場合にはその印刷物を所定の
場所に排出させる画像検査装置、所謂検品システムを有するものがある。このような従来
の画像検査装置における画像欠陥の判断の方法はさまざまであるが、例えば、所定の基準
との差に応じて欠損、汚れ、斜行等の画像欠陥を検知し、印刷品質を確認している。
【０００３】
　今日、１枚１枚印字情報を変更できる、インクジェットプリンタやレーザービームプリ
ンタ等のダイレクトイメージング（以下、ＤＩと称する）技術の発展が目覚しい。画像形
成装置においては、印刷物の品質向上は重要であり、ＤＩ方式の画像形成装置においても
印刷物の品質の向上は重要である。
【０００４】
　印刷物の品質の向上に対しては、画像形成工程に限らず、印刷物の検査工程も重要な工
程であり、現在もこの技術開発が進んでいる。このような技術として、画像形成装置が形
成する画像データの最上流のデータであるＲＩＰ処理前データを使って比較基準画像を生
成する技術や、検査の高速化、誤検知の回避、省メモリ化等のための技術の開発がなされ
ている。尚、ＲＩＰ処理前データは、画像形成処理において最も初期の段階に生成される
画像データである。
【０００５】
　このような印刷物の検査を行う従来の画像検査装置として、例えば、検査を効率化させ
るために、印刷物を搬送しながら、又は用紙に画像を印刷しながら印刷した画像に欠陥が
有るか否かを検査する構成のものが開示されている（例えば、特許文献１参照）。　
【０００６】
　また、従来の画像検査装置として、画像の汚れや情報の欠損等の画像欠陥ではなく、画
像品質を検査する画像検査装置が開示されている（例えば、特許文献２参照）。この画像
検査装置は、視覚感度も考慮した画像品質を定量化して、この定量化した値に基づいて画
像品質の判定を行っている。
【０００７】
　また、従来の画像検査装置として、画像形成装置の画像形成の生産性を向上させるため
に、画像欠陥の誤検知を抑制するための構造を有するものが開示されている。具体的には
、検査すべき用紙に印字又は印画された画像のみを選択的に検査する構造を有し、用紙の
全ての領域を検査するよりも画像欠陥の誤検知を減少させることができ、画像形成装置の
画像形成の生産性を向上させるものである（例えば、特許文献３参照）。
【０００８】
　電子写真方式の画像形成装置の場合、印刷物を定着部に通すため、印刷物の画像に光沢
ムラが発生しやすい。このため、従来、画像の光沢ムラを検査するために、光沢ムラの評
価装置に関する技術が開示されている。このような評価装置としては、例えば、画像の色
や濃度である乱反射光を検出して画像欠陥を判別する上述の従来の画像検査装置とは異な
り、画像の正反射光を検出して光沢ムラを評価しているものがある（例えば、特許文献４
参照）。
【０００９】
　また、従来、画像欠陥の発生を抑制するために、電子写真方式の画像形成装置に組み込
まれた画像読取装置の技術が開示されている（例えば、特許文献５参照）。特許文献５に
おいては、読取装置としてＣＩＳ（コンタクトイメージセンサ）を配置し、画像の用紙へ
の定着後にトナーの飛翔状態を検知して、画像形成の設定条件を異常飛翔の抑制をするよ
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うに変更する方法が開示されている。
【特許文献１】実公平０１－０８９１３５号公報
【特許文献２】特開２０００－１６８０５４号公報
【特許文献３】特開２００１－３４１３９３号公報
【特許文献４】特開２００２－３５０３５５号公報
【特許文献５】特開２００４－７８０３０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上述した従来技術においては、用紙の種類に応じて以下のような問題が
発生していた。
【００１１】
　レザック紙と呼ばれる表面に凹凸のある紙や再生紙等においては、画像欠陥の検査が難
しくエラーが多発し、画像形成装置の画像形成の生産性が低下していた。レザック紙の表
面には、模様が凹凸で表現されており、再生紙は不純物が多いためである。
【００１２】
　また、用紙自体に汚れやホコリ、髪の毛等の異物が付着もしくは埋め込まれていても、
異物の存在は画像が印字されてからでしか判別できない。用紙のロットや保管状態によっ
ては、異物の存在のために連続して画像欠陥が発生する場合もあった。また、従来の画像
検査装置は、画像が形成されてから画像欠陥の検査を行うため、無駄な色材の消費、各構
成部材の劣化、用紙の浪費等が問題になっていた。
【００１３】
　さらに、従来の構成では、画像定着のオイルスジ、光沢ムラなどは検査できていなかっ
た。ユーザが眼に感じる画像の特性の要素には、色や濃度といった画像の乱反射成分だけ
ではなく、光沢ムラ等の画像の正反射成分も含まれる。このため、印刷物の品質を向上さ
せるためには、画像の正反射特性も検査の対象にすべきである。
【００１４】
　本発明の目的は、画像形成の生産性の低下を抑制することができる画像形成装置及び画
像形成方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記の目的を達成するため、本発明による画像形成装置は、画像データを入力する画像
データ入力手段と、記録媒体の種類情報を入力する記録媒体情報入力手段と、前記入力さ
れた画像データの画像を前記記録媒体に形成する画像形成手段と、前記記録媒体に形成さ
れた画像の情報を検出する検出手段と、前記検出手段に検出された画像の情報と前記入力
された画像データをハーフトーニング処理して得られたハーフトーニング処理済みデータ
とを比較して前記記録媒体に形成された画像を検査する画像検査手段と、該画像検査手段
による前記画像の検査における検査条件を前記入力された記録媒体の種類情報に応じて変
更する検査条件変更手段とを備えることを特徴とする。
【００３６】
　本発明による画像形成方法は、入力された画像に応じて記録媒体に画像を形成して当該
記録媒体上の画像の検査を行う画像形成方法であって、前記画像データを入力する画像デ
ータ入力ステップと、前記記録媒体の種類情報を入力する記録媒体情報入力ステップと、
前記入力された画像データの画像を前記記録媒体に形成する画像形成ステップと、前記記
録媒体に形成された画像の情報を検出する検出ステップと、前記検出ステップにおいて検
出された画像の情報と前記入力された画像データをハーフトーニング処理して得られたハ
ーフトーニング処理済みデータとを比較して前記記録媒体に形成された画像を検査する画
像検査ステップと、前記画像検査ステップにおける前記画像の検査の検査条件を前記入力
された記録媒体の種類情報に応じて変更する検査条件変更ステップを備えることを特徴と
する。
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【発明の効果】
【００３７】
　本発明によれば、記録媒体に記録された画像の検査において、その検査条件を、入力さ
れた記録媒体の情報に応じて変更する。このため、記録媒体に種類に応じて、その記録媒
体に適する画像検査の検査条件を設定することができる。これにより、画像検査において
画像欠陥の誤検知を抑制することができる。加えて、無駄な検査を削除することができる
。このため、画像形成装置の画像形成の生産性の低下を抑制することができる。
【００３８】
　また、本発明によれば、画像形成前の記録媒体の状態の検査を行い、この検査の結果に
応じて、記録媒体に排出する。このため、記録媒体の状態の検査により、欠陥があると判
別された記録媒体に対して画像形成を行わないようにすることができる。これにより、無
駄な画像形成を防止することができ、無駄な色材の消費、各構成部材の劣化、記録媒体の
浪費等を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００４０】
　まず、本発明の第１の実施の形態に係る画像検査装置が搭載された画像形成装置につい
て説明する。
【００４１】
　本実施の形態に係る画像検査装置は、記録媒体の種類を操作部もしくはプリンタドライ
バによって指定し、この指定内容に基づいて上記記録媒体に対する画像欠陥の検査が難し
いか否かを判別する。検査が難しい記録媒体であると判別された場合には、画像欠陥の検
査における検査条件の何の条件の検査が難しいかをさらに判別し、この結果に基づいて、
最適な方法によって画像欠陥の検査を行うことを特徴としている。すなわち、記録媒体の
種類に応じて画像欠陥の検査の検査内容、検査対象、検査レベル、及び検査処理演算内容
等の少なくとも１つを変更するものである。
【００４２】
　まず、画像形成装置について説明する。
【００４３】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る画像検査装置が搭載された画像形成装置の概
略構成を示す断面図である。
【００４４】
　本実施の形態に係る画像形成装置としてのマルチファンクション周辺機器１００（以下
、ＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）１００と称する）は
、電子写真方式を採用する画像形成装置であり、４Ｄカラー系の画像形成装置である。
【００４５】
　ＭＦＰ１００は、図１に示すように、スキャナ部１１０、レーザ露光部１２０、各色に
対応した４つの感光ドラム１３１～１３４を備える作像部１３０、定着部１４０、給紙／
搬送部１５０、及び各構成要素を制御するプリンタ制御部１６０を備える。
【００４６】
　スキャナ部１１０は、原稿台に置かれた原稿に対して、照明を当てることにより原稿画
像を光学的に読み取り、読み取った像を電気信号に変換して画像データを作成する。
【００４７】
　レーザ露光部１２０は、スキャナ部１１０において作成された画像データに応じて変調
されたレーザ光等の光線を、等角速度で回転する回転多面鏡（ポリゴンミラー）１２１に
入射させ、反射走査光として光学系を介して感光ドラム１３１～１３４に照射する。
【００４８】
　作像部１３０は、感光ドラム１３１～１３４を回転駆動し、帯電器によって帯電させ、
レーザ露光部１２０によって感光ドラム１３１～１３４上に形成された潜像をトナーによ
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って現像する。そして、この現像されたトナー像を用紙に転写し、この際に転写されずに
感光ドラム１３１～１３４上に残った微小トナーを回収する。作像部１３０は、現像ユニ
ット（現像ステーション）を４連持つことで、上述のような一連の電子写真プロセスを実
現している。４連の現像ユニットは、シアン（Ｃ）、マゼンタ（Ｍ）、イエロー（Ｙ）、
ブラック（Ｋ）の順に並べられており、シアンステーション（現像ステーション）の作像
開始から所定時間経過後に、マゼンタステーション、イエローステーション、及びブラッ
クステーションの作像動作を順次実行していく。このタイミング制御によって、用紙上に
色ずれのない、フルカラートナー像が転写される。
【００４９】
　定着部１４０は、ローラやベルトの組み合わせによって構成され、ハロゲンヒータ等の
熱源を内蔵し、前記作像部１３０によってトナー像が転写された用紙上のトナーを、熱と
圧力によって溶解、定着させる。
【００５０】
　給紙／搬送部１５０は、用紙カセットやペーパーデッキに代表される用紙収納庫１５１
を１つ以上持っており、本実施の形態においては２つ備える。給紙／搬送部１５０は、プ
リンタ制御部１６０の指示に応じて用紙収納庫１５１に収納された複数の用紙の中から１
枚分離し、作像部１３０、定着部１４０へ搬送する。
【００５１】
　作像部１３０に用紙が搬送されると、前述の各現像ステーションにおいて、各色のトナ
ー像が転写され、最終的にフルカラートナー像が用紙上に形成される。また、用紙の両面
に画像形成する場合には、給紙／搬送部１５０は、定着部１４０を通過した用紙を両面反
転部１５２に搬送し、反転後再度作像部１３０へ用紙を搬送する両面搬送経路１５３及び
両面待機収納庫１５４を通るように各部を制御する。
【００５２】
　プリンタ制御部１６０は、ＭＦＰ１００全体を制御する図２で後述するＭＦＰ制御部２
１０と通信して、その指示に応じて各種の制御を実行すると共に、スキャナ部１１０、レ
ーザ露光部１２０、作像部１３０、定着部１４０、給紙／搬送部１５０の各部の状態を管
理しながら、全体が調和を保って円滑に動作できるよう指示を行う。
【００５３】
　また、ＭＦＰ１００は、図１に示すように、定着部１４０と給紙／搬送部１５０の両面
反転部１５２との間に、記録媒体である用紙に形成された画像（以下、出力画像と称する
）を検知する検知部１７０を備えている。検知部１７０は、図８で後述するＣＩＳ装置５
０を備え、ユーザからの指示により出力画像の検知を行い、ＭＦＰ制御部２１０に検知画
像を送信する。検知部１７０の詳細は後述する。
【００５４】
　次に、プリンタ制御部１６０について説明する。
【００５５】
　ＭＦＰ１００が、電源ＯＦＦ状態から電源が投入されて電源ＯＮ状態になると、プリン
タ制御部１６０は、まず、スキャナ部１１０、レーザ露光部１２０、作像部１３０、定着
部１４０、給紙／搬送部１５０に対して準備動作の開始を指示すると共に、ＭＦＰ１００
全体を管理するＭＦＰ制御部２１０との通信開始を待つ。ＭＦＰ制御部２１０との通信が
確立すると、プリンタ制御部１６０は、ＭＦＰ制御部２１０との間で互いに機器仕様情報
のやりとりを行う。その後、ＭＦＰ１００各部の準備動作が終了し、画像形成動作が可能
になると、プリンタ制御部１６０は、動作可能状態であることをＭＦＰ制御部２１０に通
知する。プリンタ制御部１６０は、ＭＦＰ制御部２１０に対し、ＭＦＰ１００各部の機器
状態を通知する。
【００５６】
　次に、ＭＦＰ１００の動作開始可能状態において、各構成の動作指示がＭＦＰ制御部２
１０からプリンタ制御部１６０に通知されてから、一連のプリント動作の終了までの各部
の動作について説明する。
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【００５７】
　まず、ＭＦＰ制御部２１０は、動作開始コマンドをプリンタ制御部１６０へ通知する。
プリンタ制御部１６０は、動作開始コマンドを受信すると、レーザ露光部１２０、作像部
１３０、給紙／搬送部１５０、及び定着部１４０へプリント動作の開始を指示する。レー
ザ露光部１２０は、ポリゴンミラー１２１を駆動するモータ（ポリゴンモータ）の回転を
開始する。作像部１３０は感光ドラム１３１～１３４を回転駆動し、感光ドラム１３１～
１３４を帯電する。定着部１４０は定着ヒータをＯＮ状態にし、用紙上のトナーが用紙に
定着可能な温度に上昇させる。給紙／搬送部１５０は、駆動手段（モータ）を起動可能な
状態とする。ＭＦＰ１００の装置各部の動作準備が整うと、プリンタ制御部１６０は、Ｍ
ＦＰ制御部２１０に対し、準備完了を通知する。ＭＦＰ制御部２１０は、プリンタ制御部
１６０からの準備完了通知を受信すると、次にページ単位でのプリント動作をプリンタ制
御部１６０に指示する。ＭＦＰ制御部２１０は、例えば１０ページ、２０部のプリントジ
ョブであれば、２００ページのプリント動作指示を出す。プリンタ制御部１６０は、プリ
ント動作指示を受信すると、給紙／搬送部１５０へ、給紙指示を出す。給紙／搬送部１５
０は、用紙が給紙可能であれば、用紙を１枚給紙、及び搬送し、用紙が所定の位置に到達
した時にプリンタ制御部１６０に所定位置への到達を通知する。用紙収納庫１５０に用紙
がない場合など、給紙不可能な状態であれば、給紙／搬送部１５０は給紙不可をプリンタ
制御部１６０へ通知する。
【００５８】
　また、給紙／搬送部１５０は、搬送経路上に用紙が重なった状態（重送状態）で搬送さ
れていることを検知する、重送検知センサや、用紙の厚みを検知する厚さ検知センサなど
を有していてもよい。この場合、これらのセンサが重送や異常状態を検知すると、給紙／
搬送手段１５０は、給紙動作、及び搬送動作を中断し、プリンタ制御部１６０へ異常を通
知する。プリンタ制御部１６０は、異常の通知を受けると、ＭＦＰ制御部２１０へ動作中
断の理由や、装置内に残留している用紙の位置などを通知する。
【００５９】
　用紙が正常に搬送され、所定位置に到達した場合には、プリンタ制御部１６０は、給紙
／搬送部１５０から用紙の所定位置到達通知に応じて作像部１３０へ作像開始を指示する
。このタイミング制御によって、用紙上にトナー像が転写される。定着部１４０は定着部
１４０の温度を監視し、適切な定着温度になるよう制御している。このように定着部１４
０は温度制御を行っているが、用紙が定着部１４０より奪う熱量が大きい場合、定着部１
４０の温度が低下するときがある。この場合には、定着部１４０はプリンタ制御部１６０
へ定着部１４０の温度低下を通知する。この通知を受けて、プリンタ制御部１６０は用紙
の搬送間隔を空け、定着部１４０がこれ以上温度低下しないようにする。それでも定着部
１４０の温度が復帰しない場合には、一旦プリント動作を中断し、定着部１４０温度が復
帰後、動作を再開する制御を行う。プリンタ制御部１６０は、全ての用紙の排出が完了す
ると、動作停止を各部へ指示し、各部からの動作停止通知を受け、ＭＦＰ制御部２１０へ
動作終了を通知する。
【００６０】
　また、ＭＦＰ１００は、上記基本動作とは別に、検知部１７０を用いて出力画像の画像
検査を実施できる構成になっている。検知部１７０を用いた出力画像の画像検査は、プリ
ンタ制御部１６０が出力画像を検出する検出処理を行い、検出画像をＭＦＰ制御部２１０
に送信することによって行われる。出力画像の画像検査方法については後述する。
【００６１】
　次いで、ＭＦＰ１００のハードウエア構成について図２を参照して説明する。
【００６２】
　図２は、ＭＦＰ１００のハードウエア構成を示すブロック図である。
【００６３】
　図２に示すように、ＭＦＰ１００は、ＭＦＰ制御部２１０と、入力画像処理部２２０と
、ＮＩＣ部２３１、ＲＩＰ部２３２と、メモリ部２４０と、操作部２５０と、出力画像処
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理部２６０と、プリンタ部２７０と、後処理部２７１と、検知部１７０と、検査部２９０
とを備える。
【００６４】
　入力画像処理部２２０は、紙原稿などの原稿をスキャナ等の画像読み取り装置で読み取
り、読み取った画像データを画像処理する。ＮＩＣ（Network Interface Card）部２３１
は、ネットワークを利用して入力された画像データ（主に、ＰＤＬデータ）をＲＩＰ部２
３２に渡したり、ＭＦＰ１００内部の画像データや装置情報をネットワーク経由で外部に
送信したりする。ＲＩＰ（Raster Image Processor）部２３２は、入力されたＰＤＬ（Pa
ge Description Language）データを解読し、ＲＩＰ処理をしてビットマップデータに展
開する部分である。
【００６５】
　ＭＦＰ制御部２１０は、入力画像処理部２２０又はNIC部２３１を介して入力された画
像データを受信する。ＭＦＰ制御部２１０は、入力されるデータや出力するデータを制御
する交通整理の役割を果たしている。また、ＭＦＰ制御部２１０は、入力された画像デー
タを一旦メモリ部２４０に格納する。メモリ部２４０は、画像データが一時的に格納され
たり、格納された画像データが必要に応じて呼び出されたりする。
【００６６】
　出力画像処理部２６０は、画像を出力するために画像データに画像処理を行い、これを
プリンタ部２７０に送る。
【００６７】
　プリンタ部２７０は、出力画像処理部２６０において生成された画像データに基づいて
画像を用紙上に順次形成していく。プリンタ部２７０は、図１の作像部１３０、定着部１
４０、給紙部１５０、プリンタ制御部１６０等を備える。プリンタ部２７０において画像
が形成された用紙は後処理部２７１へ送り込まれる。後処理部２７１は、用紙の仕分け処
理や用紙の仕上げ処理等を行う。
【００６８】
　次いで、図３を参照してＭＦＰ１００のＲＩＰ部２３２について説明する。図３は、Ｍ
ＦＰ１００のＲＩＰ部２３２の構成を示すブロック図である。
【００６９】
　ＲＩＰとは、ＰＤＬ（Page Description Language）で記述された文字、線画、図形な
どのベクトル情報、あるいは、色、パターン、写真などの画像走査線情報などを同時にペ
ージ上に再現するために、これらの情報それぞれのオブジェクト情報をメモリ上にビット
マップ（ラスタイメージ）展開するプロセッサである。元来、ハードウエアとして出力装
置側に搭載されていたが、現在では、ＣＰＵの高速化によりソフトウエアで実現されてい
る。
【００７０】
　ＲＩＰ部２３２は、一般に、インタプリタ部３１０とレンダリング部３２０の２つの部
分から構成されている。インタプリタ部３１０は、ＰＤＬの翻訳を行うＰＤＬ解釈部３１
１と、解釈したＰＤＬデータからディスプレイリストと呼ばれる中間ファイルを生成する
ＤＬ（Display List）生成部３１２とから構成されている。レンダリング部３２０は、デ
ィスプレイリストに対してカラーマッチングを行うＣＭＭ（Color Matching Module）部
３２１と、ディスプレイリストをビットマップ（ラスタイメージ）に展開するＤＬ展開部
３２２とから構成されている。
【００７１】
　ＰＤＬ解釈部３１１は、入力されてきた様々な種類のＰＤＬデータを解析する部分であ
り、入力データの入力フォーマットとしては、Ａｄｏｂｅ Ｓｙｓｔｅｍｓ社のＰｏｓｔ
Ｓｃｒｉｐｔ（登録商標）言語やＨＰ（Hewlett-Packard）社のＰＣＬ（Printer Control
 Language）言語などが有名である。これらは、ページ単位の画像を作成するためのプリ
ンタ制御コードで記載されており、単純な文字コードのほか、図形描画のコードや写真画
像のコードなども含まれている。また、ＰＤＦ（Portable Document Format）というＡｄ
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ｏｂｅ Ｓｙｓｔｅｍｓ社の開発した文書表示用ファイル形式も様々な業界で多用されて
おり、ＰＤＬ解析部３１１はドライバを使用せず直接ＭＦＰ１００に入力されたこのフォ
ーマットのデータも解析対象としている。その他、ＰＤＬ解釈部３１１は、ＰＰＭＬ（Pe
rsonalized Print Markup Language）と呼ばれるＶＤＰ（Variable Data Print）向けフ
ォーマット、ＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）やＴＩＦＦ（Tagged Image
 File Format）と呼ばれるカラー画像の圧縮フォーマットなどにも対応している。
【００７２】
　ＣＭＭ部３２１は、グレースケール、ＲＧＢ、ＣＭＹＫなど様々な色表現方式を用いた
画像データの入力が可能であり、その他の色表現方式の場合には、一度ＣＲＤ（Color Re
ndering Dictionary）によってＣＭＹＫ表現方式に変換した後、カラーマッチングを施す
。ＣＭＭ部３２１においては、ＩＣＣプロファイルによるカラーマッチングが行われる。
ＩＣＣプロファイルには、ソースプロファイルとプリンタプロファイルとがある。ソース
プロファイルは、ＲＧＢ又はＣＭＹＫ表現方式の画像データ（ＲＧＢ系画像データ又はＣ
ＭＹＫ系画像データ）を一度、規格化された色表現方式であるＬ＊ａ＊ｂ＊表現方式の画
像データ（Ｌ＊ａ＊ｂ＊系画像データ）に変換し、このＬ＊ａ＊ｂ＊系画像データを再度
、出力先となる画像形成装置に適したＣＭＹＫ系画像データに変換する。ソースプロファ
イルは、ＲＧＢプロファイルとＣＭＹＫプロファイルとから構成されている。ソースプロ
ファイルにおいては、入力画像がＲＧＢ系画像の場合にはＲＧＢプロファイルが選択され
、入力画像がＣＭＹＫ系画像の場合にはＣＭＹＫプロファイルが選択される。プリンタプ
ロファイルは、出力先画像形成装置の色特性に合わせて作られており、ＲＧＢ系画像の場
合は、色味優先や鮮やかさ優先の色特性を選択するのが好ましく、ＣＭＹＫ系画像の場合
は、色差最小の色特性を選んで最適画像を出力することが多い。
【００７３】
　また、ＩＣＣプロファイルは、一般に、ルックアップテーブル形式によって作成されて
いる。ソースプロファイルにおいては、ＲＧＢ又はＣＭＹＫ系画像データが入力されると
、入力されたＲＧＢ又はＣＭＹＫ系画像データは、一意にＬ＊ａ＊ｂ＊系画像データに変
換される。これに対して、プリンタプロファイルにおいては、Ｌ＊ａ＊ｂ＊系画像データ
が出力先のプリンタに適合したＣＭＹＫ系画像データに変換される。尚、プリンタプロフ
ァイルにおいて、カラーマッチングを必要としないＲＧＢ系画像データは、デフォルト設
定の色変換によりＣＭＹＫ系画像データに変換されて出力され、カラーマッチングを必要
としないＣＭＹＫ系画像データは、そのまま出力される。
【００７４】
　次いで、ＭＦＰ１００の操作部２５０について図４を参照して説明する。図４は、ＭＦ
Ｐ１００の操作部２５０の備えるタッチパネル部の概略構成を示す図である。
【００７５】
　図４に示すように、ＭＦＰ１００の操作部２５０はタッチパネル部４００を備える。以
下の説明において、スタートキー、数字入力部などの基本ボタンについては説明を省略す
る。
【００７６】
　タッチパネル部４００は、液晶表示部（ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）とその上に
貼られた各キーに対応する透明電極とから構成されるタッチパネルディスプレイである。
操作部２５０においては、タッチパネル部４００のＬＣＤに表示される各種キーに対応す
る透明電極に指が触れると、それを検知して別の操作画面を表示するなどの処理が予めプ
ログラムされている。図４は、スタンバイモード時にタッチパネル部４００に表示させる
初期画面を示しており、操作部２５０はユーザの設定操作に応じて様々な操作画面をタッ
チパネル部４００に表示することができる。
【００７７】
　図４において、コピータブ４０１は、表示画面をコピー動作の操作画面に切り換えるた
めのタブキーであり、送信タブ４０２は、ファックスやＥ－ｍａｉｌ送信など送信動作を
指示する操作画面に遷移するためのタブキーである。ボックスタブ４０３は、ユーザ毎に
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ジョブを格納する記憶手段であるボックスにジョブを入出力するための操作画面に切り換
えるためのタブキーである。オプションタブ４０４は、スキャナ設定など拡張機能を設定
するためのタブキーである。システムモニタキー４０５は、ＭＦＰ１００の状態や状況を
表示するためのキーである。ユーザはタッチパネル部４００において上記各タブを選択す
ることにより、ＭＦＰ１００の操作モードを夫々の操作モードに切り換えることができる
。
【００７８】
　また、色選択設定キー４０６は、カラーコピー、白黒コピー、あるいは自動選択かを予
め選択するためのキーであり、倍率設定キー４０７は、等倍、拡大、縮小などの倍率設定
を行う画面に切り換えるキーである。後処理設定キー４０８はステープルやパンチなどの
の有無、個数、位置などの後処理の各種設定を行うための画面に切り換えるためのキーで
ある。両面設定キー４０９は、片面印刷か両面印刷かを選択するための画面に切り換える
キーであり、用紙設定キー４１０は、給紙段や用紙サイズ、用紙タイプを選択するための
画面に切り換えるためのキーである。画像モード設定キー４１１は、文字モードや写真モ
ードなど原稿画像に適した画像モードを選択するためのキーであり、濃度設定キー４１２
は、出力画像を濃くしたり薄くしたり調整するためのキーである。
【００７９】
　ステータス表示部４１３は、スタンバイ状態、ウォームアップ中、ジャム発生、エラー
発生等のＭＦＰ１００の状態表示を簡易的に行う表示部であり、倍率表示部４１４は、倍
率設定キー４０７によって設定された倍率を表示する。
【００８０】
　用紙表示部４１５は、用紙設定キー４１０で設定された用紙サイズや用紙タイプを表示
し、枚数表示部４１６は、操作部２５０の備える図示しないテンキーで指定されたコピー
枚数を表示したり、コピー動作中に何枚目を印刷中かを表示したりする。
【００８１】
　割り込みキー４１７は、コピー動作中に別のジョブを割り込ませるためのキーであり、
応用モードキー４１８は、ページ連写、表紙・合紙設定、縮小レイアウト、画像移動など
様々な画像処理やレイアウトなどの設定を行うための画面に切り換えるためのキーである
。また、応用モードキー４１８によって選択可能な応用モード内には、後述する出力画像
の画像検査を実行させるためのキーが存在する。
【００８２】
　また、後述する本実施の形態における出力画像の画像検査処理における用紙タイプの指
定は、後述するプリンタドライバによっても可能であるが、ＭＦＰ１００の操作部２５０
の用紙設定キー４１０を介して行うこともできる。
【００８３】
　ついで、プリンタドライバについて説明する。印刷アプリケーションからＭＦＰ等のプ
リントデバイスにプルーフ出力したり、最終的な画像データを出力したりするための一手
段として使用される。プリンタドライバは、例えば、ＭＦＰ制御部２１０に通信可能に接
続されたパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等に搭載されている。
【００８４】
　プリンタドライバの設定画面は、ユーザがＭＦＰ等のプリントデバイスによって画像を
印刷する場合に、一般的に印刷アプリケーションの印刷メニューを選択することによりＰ
Ｃの表示部に表示される。図５は、ＰＣの表示部に表示されるプリンタドライバの設定画
面の一例を示す図である。
【００８５】
　図５に示す設定画面において、ユーザはプロパティボタン５０１を押することにより、
表示画面を図６で後述するプロパティ設定画面に切り換えることができ、ユーザはこのプ
ロパティ画面においてさらに詳細な印刷属性を設定することができる。また、ユーザはプ
リンタドライバの設定画面において所望の設定を終了した場合、ＯＫボタン５０２を押す
ことにより、印刷対象の画像データをＭＦＰ１００によって印刷したり、所望のファイル
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に出力したりすることができる。また、キャンセルボタン５０３を押すことにより印刷や
ファイル出力を止めることができる。
【００８６】
　図６は、プリンタドライバの設定画面におけるプロパティ設定画面の一例を示す図であ
る。図６に示すプロパティ設定画面は、プリンタドライバの仕上げ処理に関連した特性を
設定するためのプロパティ設定画面の一例である。このプロパティ設定画面には、図６に
示すように、左下部に検査内容設定キー６０１が配置されている。後述する出力画像の画
像検査を実行する場合には、この検査内容設定キー６０１を押下し、詳細設定項目を選択
／修正／変更することにより、所望の検査を実行することができる。検査内容設定キー６
０１が押されると後述する図７に示す検査内容設定画面が表示される。
【００８７】
　図７は、図６のプロパティ設定画面において検査内容設定キー６０１が押された場合に
ＰＣの表示部に表示される検査内容設定画面を示す図である。図７において、後述する画
像検査処理において、用紙の種類を選択するための用紙種類指定ダイアログ７０１と、出
力画像の検査のレベルを選択するための検査レベル指定ダイアログ７０２が配置されてい
る。
【００８８】
　図７に示すように、検査内容設定画面には、上部中央に検査レベル自動変更チェックボ
ックス７０３が、また、その下方に検査対象・内容自動変更チェックボックス７０４が配
置されている。検査レベル自動変更チェックボックス７０３は、用紙の種類に応じて画像
検査の検査レベルを予め設定されている所定の検査レベルに自動的に変更するように設定
するためのチェックボックスである。また、検査対象・内容自動変更チェックボックス７
０４は、用紙の種類に応じて画像検査の検査対象及び検査内容を予め設定されている所定
の検査対象及び検査内容に夫々自動的に変更するように設定するためのチェックボックス
である。尚、図７においては、検査対象・内容自動変更チェックボックス７０４が選択さ
れている場合が示されている。
【００８９】
　また、検査内容設定画面には、図７に示すように、左下部に検査対象指定領域７０５が
配置されている。検査対象指定領域７０５は、画像検査における検査対象を指定するため
の操作領域であり、各種の検査対象を指定するためのチェックボックス７０６～７１２と
、印刷画像における検査範囲を指定するための検査範囲指定ボタン７１３とが配置されて
いる。本実施の形態においては、画像検査での出力画像における検査対象としてライン、
テキスト、グラフィック、及びイメージ画像（以下単に、イメージと称する）や、用紙（
下地）の汚れ等の下地の状態（以下単に、下地と称する。）が設定されている。
【００９０】
　検査内容設定画面の検査対象設定領域７０５において、チェックボックス７０７～７１
０，７１２を選択することにより、検査対象としてライン、テキスト、グラフィック、イ
メージ、下地を夫々任意に指定することができる。また、チェックボックス７０６を選択
することにより、用紙の種類に応じて予め設定されている所定の検査対象を自動的に選択
するように設定することができる。また、チェックボックス７１１を選択することにより
、ライン、テキスト、グラフィック、イメージ、下地の全てを検査対象として選択するこ
とができる。
【００９１】
　検査範囲指定ボタン７１３は、検査対象をオブジェクト（出力画像）毎に指定可能にす
るものではなく、検査対象の出力画像におけるエリアを指定可能にするものである。具体
的には、検査範囲指定ボタン７１３によって、１つの出力画像において、チェックボック
ス７０６～７１２の内選択した検査対象を対象とする画像検査を行いたい範囲を指定する
ことができる。また、検査範囲指定ボタン７１３は、１つの出力画像において複数の範囲
を指定することができるように構成されている。検査範囲指定ボタン７１３を押下すると
、設定画面は、出力画像のどの位置を検査するかを指定するための指定画面（不図示）に
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写る。
【００９２】
　また、検査内容設定画面には、図７に示すように、右下部に検査内容指定領域７１４が
配置されている。検査内容指定領域７１４には、検査内容を指定するためのチェックボッ
クス７１５～７２４が配置されている。本実施の形態においては、検査内容として、「欠
け」、「汚れ」、「乱れ」、「色再現」、「面内ムラ」、「粒状性」、「位置ずれ」、及
び「折れ」が設定されている。
【００９３】
　上述の検査内容について具体的に説明する。「欠け」は、出力画像に欠けがあるか否か
の検査である。「汚れ」は、情報（画像）が無い部分に印字やゴミ等の汚れが付着してし
まった部分があるか否かの検査である。「乱れ」は、トナーの飛び散りによるラインのが
たつきがあるか否かの検査である。「色再現」は、入力画像データと出力画像との色の差
分を検査するものである。「面内ムラ」は、出力画像の色ムラの検査である。具体的には
、「面内ムラ」は、グラフィック画像においてある程度面積のあるロゴやマークを複数箇
所、同じ色で出力している場合にこれらのロゴやマークの間の色ムラを検査するものであ
り、これらのロゴやマークの間での色差を検出して判断する。「粒状性」は、ＦＦＴと視
感度特性（ＶＴＦ）を使って粒状性を演算する検査であり、出力画像がイメージ画像やグ
ラフィック画像である場合にこれらを検査対象とする。「位置ずれ」は印字位置ずれの検
査であり、「折れ」は画像が形成された用紙（以下、印刷用紙と称する。）の折れを検査
する。
【００９４】
　検査内容設定画面の検査対象設定領域７１４において、チェックボックス７１６～７１
９，７２１～７２４を選択することにより、検査内容として「欠け」、「汚れ」、「乱れ
」、「色再現」、「面内ムラ」、「粒状性」、「位置ずれ」、及び「折れ」を夫々任意に
指定することができる。また、チェックボックス７１５を選択することにより、用紙の種
類に応じて予め設定されている所定の検査内容を自動的に選択するように設定することが
できる。また、チェックボックス７２０を選択することにより、「欠け」、「汚れ」、「
乱れ」、「色再現」、「面内ムラ」、「粒状性」、「位置ずれ」、及び「折れ」の全てを
検査内容として選択することができる。
【００９５】
　ここで、後述するように、本実施の形態に係る画像検査装置の用紙毎に画像検査の検査
条件を最適化する動作モードである検査最適化モードは、検査レベル自動変更チェックボ
ックス７０３及び検査対象・内容自動変更チェックボックス７０４をチェック（選択）す
ることで有効になる。検査最適化モードにより、画像欠陥の誤検知など、ＭＦＰ１００の
生産性の低下の要因の発生を回避した画像検査が可能になる。検査最適化モードにおいて
は、画像が形成される用紙の種類毎に、ＭＦＰ１００の画像形成の生産性も加味して検査
条件を変更する。また、検査最適化モードにおいては、検査内容も画像が形成される用紙
の種類に応じて検出可能な項目を自動的に選択する。画像検査において異常（画像欠陥）
が検出された場合の制御は、ＭＦＰ制御部２１０が実行する。プリンタ制御部１６０、及
び検知部１７０は出力画像の検出のみを実行し、ＭＦＰ制御部２１０に検出した出力画像
の画像データを送信する。
【００９６】
　また、上述の図７の検査内容設定画面は、ＭＦＰ１００の操作部２５０のタッチパネル
部４００の応用モードキー４１８（図５参照）を操作することにより、操作部２５０のタ
ッチパネル部４００に表示される。これにより、ユーザは、上述のプリンタドライバの操
作と同様に、画像検査条件の設定を行うことができる。
【００９７】
　次いで、検知部１７０について図８及び図９を参照して説明する。図８は、検知部１７
０の概略構成を示す正面視の断面図であり、図９は、検知部１７０を左側面側から見た図
である。
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【００９８】
　図８，９に示すように、検知部１７０は、水平に配設された搬送ローラ対３７と、搬送
ローラ対３７の下方において水平に配設された搬送ローラ対３８と、搬送ローラ対３７，
３８との間に配設されたＣＩＳ装置５０とを備える。
【００９９】
　搬送ローラ対３７と搬送ローラ対３８とは、鉛直方向においてニップ部が互いに対向す
るように配置されており、画像が形成された印刷用紙Ｐを通紙方向（図８の矢印Ｋ方向）
に搬送する。ＣＩＳ装置５０は、搬送ローラ対３７の下方且つ搬送ローラ対３８の上方で
あって、通紙方向に沿って配置されている。
【０１００】
　また、検知部１７０において、ＣＩＳ装置５０の右方には、印刷用紙Ｐの通紙路を介し
てＣＩＳ装置５０の右側面に対向するように、対向板５１が配設されている。具体的には
、図９に示すように、ＣＩＳ装置５０において、搬送ローラ対３７，３８に囲まれた領域
には、ＣＩＳ装置５０が対向板５１に対抗するように配置されている。ＣＩＳ装置５０と
対向板５１との間には、一定の間隔のギャップＧが形成されている。このギャップＧを定
着部１４０の定着ローラから排出された印刷用紙Ｐが通過する際に、印刷用紙Ｐ上の出力
画像をＣＩＳ装置５０が検出するようになっている。
【０１０１】
　ＣＩＳ装置５０の内部には、印刷用紙Ｐ上の出力画像に光を照射するＬＥＤアレイ６０
と、印刷用紙Ｐの摺擦や紙紛などからＣＩＳ装置５０内部を保護するコンタクトガラス６
１と、印刷用紙Ｐからの投影光束を導くセルフォックガラス６２と、この投影光束を投影
画像として読み取るフォトダイオード６３とが組み込まれている。フォトダイオード６３
は、主走査方向に対し１８００ｄｐｉの解像度を持ち、副走査方向に対して１８００ｄｐ
ｉの解像度を持つように構成されている。また、フォトダイオード６３の受光面上方には
ＲＧＢフィルタが順番に並べてある。このため、フォトダイオード６３は、実際にはフル
カラー６００ｄｐｉの読み取り解像度となっている。フォトダイオード６３は、出力画像
をトナー１粒単位まで分解することはできないが、ＲＩＰ部２３２の解像度が６００ｄｐ
ｉであるので、出力画像の検査時の解像度変換作業がいらず出力画像と入力画像の比較が
しやすく構成されている。またＣＩＳ装置５０は、フォトダイオード６３により、出力画
像の情報を８ビット２５６階調の輝度信号情報として得ることができるため、階調性につ
いても緻密な判定を行うことが可能である。
【０１０２】
　以下、ＭＦＰ１００における出力画像の画像検査方法について説明する。
【０１０３】
　本実施の形態に係る画像検査装置は、予め用紙の種類が入力され、この用紙の種類に最
適な出力画像の画像検査条件を選択して誤検知やエラーによるＭＦＰ１００の生産性の降
下を抑制するものである。
【０１０４】
　本画像検査方法の画像検査処理においては、まず、検査内容設定画面（図７）における
ユーザの操作により、記録媒体としての用紙の種類の選択が行われる。
【０１０５】
　図７の検査内容設定画面において、ユーザはまず、用紙種類指定ダイアグラム７０１を
操作して、記録媒体として使用する用紙の種類を選択する。用紙の種類としては、例えば
、再生紙、普通紙、コート紙（マットコート紙やアートコート紙を含む）、光沢紙、色紙
、レザック紙、ラベル紙、プレプリント紙等が選択可能である。上述の用紙種類指定ダイ
アグラム７０１において選択可能な用紙の種類は、一例を示すものであり、用紙の種類を
増やしても減らしてもよい。
【０１０６】
　尚、用紙（記録媒体）の種類情報として、上記用紙の紙種名称以外に、坪量、及び表面
特性を入力する。また、用紙の種類情報として、用紙の紙種名称、坪量、及び表面特性の
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少なくとも１つを入力してもよい。
【０１０７】
　図１０は、用紙の種類と、各用紙に対応する画像検査における特性（課題）との関係を
示す図である。
【０１０８】
　図１０に示すように、再生紙は、「ムラが多い」、「不純物が多い」、「白色度が低い
」などの理由で画像検査しにくい面がある。画像検査において、再生紙のムラや不純物を
検知してしまうことや、白色度が低く発色性が悪いために、色再現性の検査において誤検
知やエラーを発生させていた。
【０１０９】
　普通紙、コート紙、及び光沢紙については、画像検査における問題は特にない。
【０１１０】
　色紙については、検査対象である出力画像を認識するために、色紙の色（下地のオリジ
ナルの色）を登録する必要がある。また、色紙には、イエローやグリーン、蛍光色など多
くの色の色紙があり、色紙の色を登録したとしても、ＣＩＳ装置５０のフォトセンサ６３
（ＲＧＢセンサ）によって全ての色を感知できるわけではない。更には、出力画像と下地
とのコントラストが足りなくなり、誤検知やエラーが発生していた。
【０１１１】
　レザック紙は、表面に凹凸があるため、画像検査が最も難しい用紙の１つである。レザ
ック紙においてはその表面凹凸が影になり、画像検査において「下地に色（汚れ）を持つ
」と判断されてしまう。プレプリント紙のように、その模様が一定であればその模様を１
度登録して検査すればよい。しかしレザック紙の場合には、模様は１枚１枚異なるため正
確に検査できない。さらに、レザック紙はその表面形状からラインやテキストなどのドッ
ト情報が欠けやすい。このようなレザック紙を使用している時、コート紙などと同じ検査
条件で画像検査を行ったのでは誤検知やエラーが発生していた。
【０１１２】
　ラベル紙には切り込みが入っているものがある。単純にオリジナル画像（入力画像）と
出力画像とを比較するだけの検査では、出力画像の読み取りにおいて印刷用紙の切り込み
部分をスジと認識して、全てが欠陥と判断されてしまう。この問題を解決するためには読
み取りもしくは読み取り情報の演算上の工夫が必要である。また、ラベル紙自体は基層、
接着層、台紙から構成されており、台紙、すなわちラベル紙の裏面にはロゴなどの模様が
入れられている場合が多い。このため、ラベル紙によっては下地の部分が透けてしまい、
誤検知が生ずる場合があった。
【０１１３】
　プレプリント紙の場合は、下地の模様を欠陥として誤検知してしまうことが多い。読み
取られた出力画像の画像データには、オリジナルの画像データには存在しない情報が含ま
れているので、誤検知やエラーが発生してしまう。
【０１１４】
　次いで、画像検査処理において、用紙の種類が選択されると、画像検査の検査レベルの
設定が行われる。
【０１１５】
　画像検査の検査レベルの設定は、図７の検査内容設定画面においてユーザが検査レベル
設定ダイアログ７０２又は検査レベル自動変更チェックボックス７０３を操作することに
より行われる。検査レベルとしては、「普通」、「高精度」、及び「簡易」の３種類のレ
ベルが設定されている。
【０１１６】
　図１１は、用紙の種類と検査レベルとの関係を示す図である。図１１に示すように、用
紙の種類に応じて、画像検査の検査レベルが夫々設定されている。図１１の用紙の種類と
検査レベルの関係を用いて、後述するように、検査レベル自動変更チェックボックス７０
３が選択された場合に、検査レベルが自動設定される。
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【０１１７】
　「高精度」の検査レベルの場合は、出力画像の欠陥の検査として最も信頼のおける検査
が実行される。しかしながら、「高精度」の検査レベルでの画像検査は、高精度に画像の
欠陥を判定するため、検査の効率が悪く、ＭＦＰ１００の生産性が悪い。「簡易」の検査
レベルでの画像検査においては、検査の効率は向上し、ＭＦＰ１００の生産性は向上する
。しかしながら、「簡易」の検査レベルでの画像検査においては、細かい画像の欠けや汚
れ等は画像欠陥と認識されない。このため、出力画像の欠陥の検査としての信頼性は低い
。「普通」の検査レベルでの画像検査は、「簡易」の検査レベルと「高精度」の検査レベ
ルとの間の検査レベルである。尚、以下の説明において、「高精度」、「普通」、及び「
簡易」の検査レベルでの画像検査は、高精度モード、普通モード、及び簡易モードと夫々
称する。また、各モードの詳細は後述する。
【０１１８】
　次いで、画像検査処理において、画像検査の検査レベルが設定されると、検査対象の設
定が行われる。
【０１１９】
　画像検査の検査対象の設定は、図７の検査内容設定画面においてユーザが検査対象指定
領域７０５又は検査対象・内容自動変更チェックボックス７０４を操作することにより行
われる。
【０１２０】
　図１２は、用紙の種類と検査対象との関係を示す図である。図１２には、各用紙の画像
検査において、問題のない、つまり画像検査が困難ではない検査対象が、○で表されてい
る。また、図１２には、各用紙の画像検査において、課題がある、つまり画像検査しにく
い検査対象が、×で表されている。図１２の用紙の種類と検査対象の関係を用いて、後述
するように、検査対象・内容自動変更チェックボックス７０４が選択された場合に、検査
対象が自動設定される。この場合でも、高精度の画像検査のために検査対象指定領７０５
のチェックボックスの選択により、任意の検査対象を選択可能に構成してもよい。また、
生産性の向上を図るために検査対象指定領７０５のチェックボックスの選択を外すことに
より検査対象から除外可能に構成してもよい。
【０１２１】
　本実施の形態においては、上記検査対象であるライン、テキスト、グラフィック、イメ
ージ、及び下地という出力画像の部分判別は、ＲＩＰ部２３２において判断して付与され
るタグビット情報と、ＲＩＰ処理後のビットマップ情報とを利用して像域を分離処理する
手段（像域分離部）を使って行われる。
【０１２２】
　次いで、画像検査処理において、画像検査の検査対象が設定されると、検査内容の設定
が行われる。
【０１２３】
　画像検査の検査内容の設定は、図７の検査内容設定画面においてユーザが検査内容指定
領域７１４又は検査対象・内容自動変更チェックボックス７０４を操作することにより行
われる。
【０１２４】
　図１３は、用紙の種類と検査内容との関係を示す図である。図１３には、各用紙の画像
検査において、画像検査が困難ではない検査内容が、○で表されている。また、図１３に
は、各用紙の画像検査において、画像検査しにくい検査内容が、×で表されている。図１
３の用紙の種類と検査内容の関係を用いて、後述するように、検査対象・内容自動変更チ
ェックボックス７０４が選択された場合に、検査内容が自動設定される。この場合でも、
高精度の画像検査のために検査内容指定領７１４のチェックボックスの選択により、任意
の検査対象を選択可能に構成してもよい。また、生産性の向上を図るために検査内容指定
領７１４のチェックボックスの選択を外すことにより検査内容から除外可能に構成しても
よい。
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【０１２５】
　上述のように画像検査条件が設定され、この設定された検査条件に基づいて出力画像の
画像検査が行われる。画像検査処理において、各検査レベル及び各検査内容における画像
欠陥の判断は、図１４に示す、欠陥判断条件に基づいて行われる。
【０１２６】
　次いで、以下に、画像検査方法について詳細に説明する。
【０１２７】
　まず、欠け（情報の欠落）の検査方法について説明する。
【０１２８】
　欠けは、従来から行われている検査内容であり、バーコードのラインが欠けていないか
などを検査する場合が多かった。検査方法としては、ライン情報をＲＩＰ処理前のデータ
から入手する。ライン情報とはラインの幅、基点と終点の結び方などが記載されたＰＤＬ
（Page　Description　language）記述情報である。実際のライン幅やドットの大きさな
どの情報はＲＩＰ処理後のビットマップデータから入手する。
【０１２９】
　本実施の形態に係る画像検査装置は、像域分離部でラインやドットと判断された出力画
像の領域に対しても欠け検査が可能な構成になっている。像域分離部では、５ｍｍ以上の
ラインやテキストの場合、グラフィック情報と判別する。５ｍｍ以上のラインやテキスト
は、１０ｍｍ程度の太いラインからなり、且つ中間の濃度であるロゴや見出しが多いため
、グラフィックス処理の方が好ましい場合が多いからである。このため、図１２に示すラ
イン、テキストとは、５ｍｍ未満の太さのライン、テキストである。
【０１３０】
　一方、ビットマップデータで入力された画像においても像域分離部はライン、テキスト
判別を行っている。バーコード生成ソフトがビットマップデータでバーコードを生成する
ことが多いため、像域分離部がビットマップデータに対してライン、テキスト判別を行う
ことができるものとなっている。また、本実施の形態に係る画像検査装置においては、ラ
インだけではなくドットの欠けも検査可能である。ドット画像として重要なのものは、Ｑ
Ｒコードなど２次元シンボルと呼ばれるものがある。この２次元シンボルは、識別情報と
して使用されている。ＱＲコードなどはプリンタの再現能力や読取り機器の性能を考慮し
て最大３０％までの訂正機能があるが、画像形成装置の印字目標としては、ドット１つ１
つを再現することが求められる。
【０１３１】
　欠け検査の実際の検査フローは、検知部１７０におけるＣＩＳ装置５０のフォトダイオ
ード６３によって出力画像のＲＧＢデータを検出し、この検出したＲＧＢデータをＣＭＹ
Ｋ単色データに変換し、このＣＭＹＫ単色データを２値化してこれとオリジナル画像デー
タとを比較して行う。この比較において、情報欠落部を検索し、欠落部の面積（大きさ）
、具体的には、欠落部の画素数を検出して欠けか否かを判別する。高精度モードにおいて
は、欠落部の面積が１画素以上である場合に出力画像に欠けがあると判断する。普通モー
ドにおいては、欠落部の面積が４画素以上の場合に、簡易モードにおいては、欠落部の面
積が９画素以上の場合に、夫々出力画像に欠けがあると判断する。
【０１３２】
　また、欠けの検査は、検査対象としてテキスト、ライン、グラフィック、及び／又はイ
メージを選択された場合に実行される。
【０１３３】
　次いで、汚れ（情報の付加）の検査方法について説明する。
【０１３４】
　基本検査フローは上述の欠けの検査の場合と同じであるが、汚れの検査は、オリジナル
画像において情報が無い部分を対象にする検査である。印刷用紙において、オリジナル画
像には無い画像（つまり、オリジナル画像データにおいて情報が無い部分）に読み取り情
報（付加画像）が存在する場合には、この付加情報の大きさ（面積）を検出することによ
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り汚れであるか否かを判別する。汚れは、欠けと同じ条件の画素単位で判断する。即ち、
高精度モードにおいては付加情報が１画素以上、普通モードにおいては４画素以上、及び
簡易モードにおいては９画素以上の場合に、汚れがあると判断する。
【０１３５】
　また、汚れの検査は、検査対象として下地が選択された場合に実行される。
【０１３６】
　色紙、プレプリント紙においては通常汚れを検知することはできない。色紙の場合はそ
れ自体の色が汚れであると判断されたり、プレプリント紙の場合はその予め印刷されてい
る画像が汚れと判断されたりしてしまうからである。ただし、色紙・プレプリント紙の色
又は画像を予め登録すれば検査は可能である。本実施の形態に係る画像検査装置は、予め
色紙自体の色又はプレプリント紙自体の画像を登録する機能を有しており、この機能を利
用して色紙又はプレプリント紙を用紙として用いた場合にも出力画像の検査を実行するこ
とができる。
【０１３７】
　次いで、乱れの検査方法について説明する。
【０１３８】
　欠けまでは至っていないが、所望のラインやドットよりも大きかったり小さかったりす
る場合を乱れとする。乱れはバーコード等には致命的な欠陥である。理想とのずれ量を「
乱れパラメータ」として検査を実行する。
【０１３９】
　図１５（Ａ）及び（Ｂ）にオリジナル画像と出力画像とを比較した例を示す。出力画像
には、オリジナル画像よりも大きくなる部分と、オリジナル画像よりも小さくなる部分と
がある。乱れの検査においては、この出力画像におけるオリジナル画像よりも大きくなる
部分又は小さくなる部分を評価する。乱れの判断は、互いに隣接している１対の画素を１
グループとして考え、オリジナル画像に対する出力画像の１グループ画素毎のズレ量の比
率を算出して行う。具体的には、オリジナル画像の面積（基準画素数）に対する出力画像
の面積（出力画素数）の比をズレ量比率として算出し、このズレ量比率を所定の閾値と比
較して乱れであるか否かを判別する。乱れ量（ズレ量比率）は、下記の単純な計算式（数
式１）を用いて算出する。
【０１４０】
　乱れ量＝｜（出力画素数／基準画素数）×１００（％）－１００（％）｜・・・（１）
数式（１）において、－１００％は、表示の都合上計算しているだけであって、マイナス
しなくてもよい。｜｜は絶対値を表す。なお、図１５（Ａ），（Ｂ）の場合、出力画像が
オリジナル画像より太いとき（図１５（Ａ））が乱れ量４８％、出力画像がオリジナル画
像より細いとき（図１５（Ｂ））が乱れ量３２％である。
【０１４１】
　このように乱れ量を計算して乱れが発生しているか否かを判断する。本実施の形態では
、高精度モードにおいては乱れ量が３０％以上の場合、普通モードにおいては乱れ量が５
０％以上の場合、簡易モードにおいては乱れ量が７０％異常の場合に、乱れが発生してい
ると判断する。
【０１４２】
　上述の各モードでの乱れが発生しているか否かの閾値（乱れ量３０，５０，７０％）は
、画像検査対象として小さい文字やラインを意識した場合の値である。画像形成装置の出
力画像においては色材（トナー）と用紙（記録媒体）との境界部での乱れの発生が多い。
すなわち基準面積（オリジナル画像）が大きいものや太いものに関しては、乱れ量は少な
くなる傾向がある。このため、基準面積に応じて乱れが発生しているか否かの閾値を変更
する構成にしてもよい。
【０１４３】
　図１４に示すように、本画像検査方法においては、欠け、汚れ、及び乱れ、と判断され
る箇所が１つ以上ある場合には、欠け、汚れ、及び乱れが生じていると夫々判断する。
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【０１４４】
　次いで、色再現の検査方法について説明する。
【０１４５】
　色再現の検査とは、カラーマッチングの精度ではなく、画像形成装置の安定性を検査す
るものである。ＲＩＰにおいてソースプロファイルとプリンタプロファイルとを使ってカ
ラーマッチングが行われるが、単純にソースの色情報を基準状態（オリジナル画像）にし
てしまうと、ガマットの問題上、出力先の画像形成装置において再現できない色まで検査
して、欠陥が生じていると判断してしまいかねない。従って、色再現検査時には、オリジ
ナル画像データとして、入力された画像データがソースプロファイルとプリンタプロファ
イルを介してＣＭＹＫ系画像データに変換された後、再度プリンタプロファイルを参照し
てＬ＊ａ＊ｂ＊系画像データに変換された情報を使用する。
【０１４６】
　上述のように、オリジナル画像はＣＭＹＫ系画像データからＬ＊ａ＊ｂ＊系画像データ
に変換される。また、検知部１７０において検知された出力画像の画像データも同様にＲ
ＧＢ系画像データからＬ＊ａ＊ｂ＊系画像データに変換される。検査部２９０は、検知部
１７０のＲＧＢデータ検出特性をＩＣＣプロファイルのような多次元ＬＵＴ（３次元→３
次元）の形で保存している。このＩＣＣプロファイルを用いて検査部２９０は、ＲＧＢ系
画像データをＬ＊ａ＊ｂ＊系画像データに変換する。
【０１４７】
　オリジナル画像、ならびに検知部１７０の検出した出力画像をＬ＊ａ＊ｂ＊系画像デー
タに変換した検査部２９０は、解像度変換を行う。解像度変換を行う理由は、比較検査工
程での情報量を減らし検査効率を上げるためである。入力画像データならびに検出画像デ
ータの解像度は６００ｄｐｉであり、検査部２９０はこれらを比較するときには両者を５
０ｄｐｉに解像度変換する解像度変換部を備える。解像度変換方法は、バイキュービック
法と呼ばれる多次補間方法を用いる。なお、解像度変換部はＭＦＰ制御部２１０に接続さ
れた検査部２９０が備える。
【０１４８】
　本実施の形態の色再現性の検査においては、イラストなどのグラフィック部、写真など
のイメージ部、更には下地を登録された場合に限り下地の色再現性を検査する。下地の色
再現性の検査では、登録時に保存しておいたＲＧＢ系画像データをＬ＊ａ＊ｂ＊系画像デ
ータに変換した色度データを用いる。
【０１４９】
　色再現検査における評価方法としては、ＣＩＥ（国際照明委員会）が開示している１９
７６年色差式（数式（２））を用いる。また、視覚感度を加味した１９９４年色差式、又
は２０００年色差式を用いてもよい。
【０１５０】
　色差（ΔＥ）＝（（Ｌｔ－Ｌｓ）２＋（ａｔ－ａｓ）２＋（ｂｔ－ｂｓ）２）０．５・
・・（２）
　Ｌｔ：オリジナル画像の明度（基準明度）
　Ｌｓ：出力画像の明度（出力明度）
　ａｔ：オリジナル画像のａ＊（基準ａ＊）
　ａｓ：出力画像のａ＊（出力ａ＊）
　ｂｔ：オリジナル画像のｂ＊（基準ｂ＊）
　ｂｓ：出力画像のｂ＊（出力ｂ＊）
　色再現検査においては、上記数式（２）により算出した色差（ΔＥ）が所定範囲内であ
るか否かを判断して、色再現性に欠陥があるか否かを判断する。具体的には、高精度モー
ドにおいてはΔＥ＞４となる色が１つ以上の場合に、色再現性に欠陥があると判断する。
普通モードの場合においてはΔＥ＞５となる色が１つ以上の場合に、簡易モードの場合に
おいてはΔＥ＞６となる色が１つ以上の場合に、夫々色再現性に欠陥があると判断する。
上述の各モードの色差の閾値（ΔＥ＞４，５，６）は、出力画像に対する値であり、プレ
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プリント紙などの下地に対しては閾値を下げて、色再現性の検査精度を厳しくしてもよい
。
【０１５１】
　次いで、面内ムラの検査方法について説明する。
【０１５２】
　面内ムラの検査には、色再現検査時に変換したＬ＊ａ＊ｂ＊系画像データを用いる。オ
リジナル画像及び出力画像のＬ＊ａ＊ｂ＊系画像データを算出した検査部２９０は、面内
評価を実行する。まず、オリジナル画像の画像データを検索し、ＣＭＹＫの比率が同じで
ある場所を検索してその場所のアドレスを記憶する。そして、このアドレスにおける出力
画像（Ｌ＊ａ＊ｂ＊系画像）データの画像情報を検索する。理想的には、同じ信号を入力
しているため出力画像においても同じ色が検出されるべきであるが、画像形成装置におけ
る画像形成時に生じるムラなどが影響してオリジナル画像と同じ色が再現されない場合が
ある。面内ムラの検査においては、このオリジナル画像と同じ色が再現されない部分を検
査する。
【０１５３】
　面内ムラは、オリジナル画像データには存在しない。面内ムラの検査は、出力画像内で
の色の差を検出して行う。まず、出力画像データにおいてオリジナル画像データと同じ信
号値（画素）があるかを検索する。出力画像データにおいてオリジナル画像データと同じ
画素がある場合にはその隣接した画素数を調べる。隣接画素数が１４４画素以上あり、出
力画像においてこのような画素グループが複数ある場合には面内ムラ検査を実行すること
ができる。１４４画素を境界とした理由は、上記色再現検査での評価範囲が５００μｍ程
度となるため、面内ムラ検査においてもこれに統一するためである（１２画素幅とは約５
００μｍ、その正方形で１２×１２＝１４４画素）。面内ムラは、表題、ロゴなどのイラ
ストデータに多く存在する。写真画像はＧｒａｄａｔｉｏｎのある階調画像が多いため、
面内ムラは検査されない場合が多い。写真画像における面内ムラは色再現検査にて検出さ
れるべきである。
【０１５４】
　面内ムラ検査における面内ムラが生じているか否かの判断は、上記色再現検査と同様に
色差を求めてこれに基づいて行う。高精度モードの場合には、ΔＥ＞１となる上記画像群
が１回でもある場合に、面内ムラが発生していると判断する。普通モードにおいてはΔＥ
＞３となる画素グループが１回でもある場合に、簡易モードにおいてはΔＥ＞５となる画
素グループが１回でもある場合に、面内ムラが生じていると判断する。
【０１５５】
　次いで、粒状性（Ｇ）の検査方法について説明する。
【０１５６】
　粒状性の評価は、ＦＦＴ（高速フーリエ変換）及びＶＴＦフィルタを用いて行う。また
検査データは、色再現検査時に変換したＬ＊ａ＊ｂ＊系画像データを用いる。解像度は検
知部１７０で検知した出力画像のそのままの解像度である６００ｄｐｉを用いて演算する
。出力画像において粒状感を与えるのは明度成分であるから、出力画像からＬ＊成分を抽
出して、ＦＦＴにより周波数成分に変換する。そして得られた周波数成分に対してＶＴＦ
フィルタ処理を行い、視覚的に認識されない高周波成分をカットする。高周波成分をカッ
トした周波数成分にＩＦＦＴ（高速逆フーリエ変換）を施して、実空間の画像に戻し、そ
の画像における明度の標準偏差から粒状度を算出する。これにより、画像に対する粒状感
を数値（粒状度）として求めることができる。粒状感の強い画像は、明度にばらつきがあ
る画像であり、標準偏差値が大きい。
【０１５７】
　本実施の形態において使用するＶＴＦフィルタとしては、視認距離３０ｃｍのものを用
いる。上記一連の処理を式で示すと下記数式（３）のようになる。
【０１５８】
　Ｇ ＝√［｛Σ（Ｐ'ｉｊ－Ｐａ）２｝／（Ｎ２－１）］・・・（３）
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　Ｐａ ＝（ΣＰ'ｉｊ）／Ｎ２

　Ｐ'ｉｊ ＝ＩＦＦＴ｛ＦＦＴ（Ｐｉｊ）ΣＶ（ｆ）｝
　Ｖ（ｆ）＝5.05×exp(-0.138f)×{1 - exp(-0.1f)} ・・・（ f≧5のとき）
　　　　  ＝ 1 ・・・（f＜5のとき）
ここで上記数式（３）において、Ｇは粒状度、ＰａはＦＦＴ後の画像データのパワースペ
クトル平均値、Ｐ'ｉｊはＩＦＦＴ後の画像データの明度成分、Ｖ（ｆ）はＶＴＦフィル
タ関数、Ｎは出力画像の縦横の画素数である。また、Σ演算はｉ,ｊ＝１からＮまでであ
る。
【０１５９】
　粒状性Ｇは、中間調をピークに図１６に示すようなカーブを描く。面積階調を行ってい
るため、中間調において最も粒状性Ｇが高い。このように明度によってそもそもの粒状性
Ｇの値が変化してしまう。このため、明度毎に基準となる粒状性（ターゲットカーブ）を
図１６に示すように予め規定している。本実施の形態における粒状性の検査は、この基準
となる粒状性（ターゲットＧ）と、実際の出力画像の粒状性（出力画像Ｇ）から下記数式
（４）により演算したターゲットＧと出力画像Ｇとの比であるＧ’の大きさによって、粒
状性に欠陥があるか否かを判断する。
【０１６０】
　Ｇ’＝（出力画像Ｇ/ターゲットＧ）×１００％・・・（４）
　なお、Ｇ’が１００％以下である場合は、ドット再現が標準の画像形成装置よりも向上
していることを示し、粒状性に問題はない。
【０１６１】
　画像形成装置は、記録媒体に画像を出力する前に各種安定化制御を行っている。つまり
、色や濃度に関しては、ある程度の範囲内には収まる場合が多い。これは、ドットの形状
には関係なく、あくまでもマクロ的に色や濃度をあわせこむからである。すなわち粒状性
が悪くなっても濃度は合わせるという制御を行っている。粒状性が悪くなると、人物の肌
、海のグラデーションなど薄い色の品位が落ちてしまう。この品位を検査することが粒状
性検査の役目である。
【０１６２】
　粒状性の評価は、所定の画像信号部分で実施され、面内ムラの画像データ抽出方法に近
い。まず、画像データ中に隣り合う画素信号の色差が互いに１以下となっている画素グル
ープを抽出する。そして、この画素グループ内の画素数が、主走査方向１２８画素、副走
査方向１２８画素、すなわち、１６３８４画素存在する画素グループをピックアップする
。このとき、複数の画素グループをピックアップしてもよい。次いで、これらピックアッ
プされた画素グループの内、単色最大信号値と最小信号値との差が５％以下である画素グ
ループをさらに抽出する。そして、この抽出された画素グループについて、粒状性検査を
行う。
【０１６３】
　上述の条件に合致するデータとしては、イラスト系であるグラフィック画像が多いが、
中には砂浜、ウエディングドレス、光、肌などハイライトの多い写真についても検査対象
の画像になりうる。
【０１６４】
　粒状性検査では、高精度モードにおいてはＧ’＜１１０、普通モードにおいてはＧ’＜
１２０、簡易モードにおいてはＧ’＜１３０となる色が１つ以上存在する場合に、粒状性
欠陥があると判断される。
【０１６５】
　次いで、位置ずれの検査方法について説明する。
【０１６６】
　位置ずれとは、用紙に対する所望の印字位置（基準位置）と、実際に印字された位置（
出力位置）がずれていることを示す。位置ずれは、基準位置からの出力位置のずれ量を検
出して判断すればよい。より具体的に述べると、出力画像においてエッジがはっきりして
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いる部分の基準位置からのずれ量を検出して判別している。出力画像において、エッジ抽
出技術を用いてエッジを抽出し、この抽出したエッジと基準位置との関係を比較して、位
置ずれを判断する。尚、像域分離も同様の方法によって像域分離を行っている。
【０１６７】
　位置ずれ検査では、高精度モードにおいては１ｍｍ以上の位置ずれが、普通モードにお
いては１．５ｍｍ以上の位置ずれが、簡易モードにおいては２ｍｍ以上の位置ずれが１つ
以上存在する場合に、位置ずれ欠陥が発生していると判断される。
【０１６８】
　次いで、折れの検査方法について説明する。
【０１６９】
　折れに関しては、余白部がないため判断は容易である。折れによって通常現れるはずの
余白部が無いことを検知して判断すればよいからである。例えば白色部が囲んでいるか否
かを判断するなどの方法がある。インクジェット紙のような余白部の無い用紙でも、この
インクジェット紙の通紙サイズとの大きさの比較により折れの検知は容易である。折れ検
査は、印刷用紙と出力前の用紙との大きさを比較することにより行い、印刷用紙が出力前
の用紙より小さいと判断された場合に、折れが発生していると判断される。
【０１７０】
　折れ検査では、高精度モードにおいては印刷用紙の全面をチェックし、普通モードにお
いては印刷用紙の端部のみをチェックし、簡易モードにおいては４つの角部のみをチェッ
クする。折れ検査において、１つでも折れが発生していると判断された場合には、欠陥と
判断される。
【０１７１】
　本実施の形態に係る画像検査装置の画像検査において、出力画像に欠陥があるか否を判
別する基準である欠陥条件（図１４参照）は、上述の条件（図１４）に限るものではない
。また、画像検査装置において、欠陥条件は、ユーザが任意に変更可能に構成されている
。
【０１７２】
　次いで、本実施の形態に係る画像検査方法について図１７を参照して説明する。
【０１７３】
　図１７は、本実施の形態に係る画像検査処理のフローチャートである。
【０１７４】
　本画像検査処理は、画像形成の実行（以下、ＪＯＢと称する。）が指示された場合に実
行される。図１７に示すように、本画像検査処理において、まず、図７の検査内容設定画
面におけるユーザの操作に応じて操作部２５０又はプリンタドライバから画像検査処理の
実行の命令を受けたか否かを判別する（ステップＳ１７０１）。画像検査処理の実行命令
を受けると、本ＪＯＢにおける用紙の種類を確認する（ステップＳ１７０２）。具体的に
は、ステップＳ１７０２において、検査内容設定画面（図７）において設定された記録媒
体としての用紙の種類（図１０参照）を確認する。
【０１７５】
　次いで、検査レベルの設定がオート設定になっているか否かを、即ち、検査内容設定画
面（図７）において検査レベル自動変更チェックボックス７０３が選択されているか否か
を確認する（ステップＳ１７０３）。検査レベルの設定がオート設定の場合は、設定され
た用紙の種類に応じて、検査レベルとして「普通」又は「簡易」を選択する（ステップＳ
１７０４）。具体的には、図１１に示す通り、用紙として、普通紙、コート紙、光沢紙、
及びラベル紙が選択されている場合は、検査レベルとして「普通」を選択して動作モード
を普通モードに設定する。一方、用紙として、再生紙、色紙、レザック紙、及びプレプリ
ント紙が選択されていた場合は、検査レベルとして「簡易」を選択して動作モードを簡易
モードに設定する。
【０１７６】
　ステップＳ１７０３において、検査レベルの設定がオート設定でない場合は、検査レベ
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ル指定ダイアログ７０２によって直接選択されたレベルを検査レベルとして設定する（ス
テップＳ１７０５～Ｓ１７０９）。
【０１７７】
　次いで、画像検査の検査対象及び検査内容の設定を行う。まず、検査対象及び検査内容
の設定がオート設定であるか否かを判別する。具体的には、検査内容設定画面（図７）に
おいて検査対象・内容自動変更チェックボックス７０４が選択されているか否かを判別す
る（ステップＳ１７１０）。検査対象及び検査内容の設定がオート設定である場合は、設
定された用紙の種類に応じて自動で検査対象及び検査内容を設定する（ステップＳ１７１
１）。ステップＳ１７１１においては、まず、設定された用紙の種類を確認し、図１２の
条件を確認する。図１２において、設定された用紙の検査対象の内×が表されている検査
対象、つまり、この用紙に対して画像検査がしにくい検査対象については検査しない。つ
まり、図１２において、設定された用紙の検査対象の内○が表されている検査対象、つま
り、この用紙に対して画像検査が困難でない検査対象のみを検査対象に設定する。次いで
、同様に、検査内容に対しても、設定された用紙の種類を確認して図１３の条件を確認し
、図１３において、設定された用紙の検査内容の内○が表されている検査内容のみを検査
内容に設定する。
【０１７８】
　一方、ステップＳ１７１０において、検査対象・内容の設定がオート設定ではない場合
は、検査内容設定画面（図７）の検査対象指定領域７０５及び検査内容指定領域７１４に
おいて選択されたチャックボックスの検査対象及び検査内容を、画像検査の検査対象及び
検査内容に設定する（ステップＳ１７１２）。つまり、ステップＳ１７１２において、検
査対象・検査内容のマニュアル設定を受け付ける。
【０１７９】
　上述のように、本画像検査処理においては、検査レベル、検査対処、及び検査内容を、
設定された用紙の種類に応じて、自動的に設定することができると共に、ユーザが任意に
手動で選択することができる。このため、ユーザは、画像検査処理の処理時間を短縮させ
てＭＦＰ１００の生産性を向上させたい場合に、例えば、高精度レベルでラインのみを検
査するように検査条件を設定することができる。
【０１８０】
　ここで、例えば、用紙としてレザック紙が選択されており、検査対象・内容の設定がオ
ート設定である場合は、ステップＳ１７０２，Ｓ１７０３，Ｓ１７０４，Ｓ１７１０，１
７１１において、以下のように検査レベル、検査対象、及び検査内容が設定される。
【０１８１】
　検査レベル：簡易
　検査対象：ライン，テキスト，グラフィック
　検査内容：欠け，乱れ，位置ずれ，折れ    
　上述のように、検査条件の各設定が完了すると、オリジナル画像データや、上述ように
各検査において算出される閾値等の基準データ等を参照して、出力画像データに対応する
オリジナル画像データを解析する（ステップＳ１７１３）。次いで、設定された検査条件
に基づいて、オリジナル画像データの内画像検査において必要でない対象や内容を削除し
て画像検査の準備を行う（ステップＳ１７１４）。
【０１８２】
　次いで、オリジナル画像を用紙に出力する（ステップＳ１７１５）。出力された画像の
定着が完了すると、検知部１７０において出力画像の検出を行い（ステップＳ１７１６）
、検出した出力画像をＭＦＰ制御部２１０に送信し、検査部２９０において上述のように
設定された検査条件に基づいて各種の検査を実行する（ステップＳ１７１７）。
【０１８３】
　検査部２９０は、ステップＳ１７１７の判定結果をＭＦＰ制御部２１０に通知し、判定
がＯＫである場合、つまり、出力画像に欠陥がないと判断された場合には、ＪＯＢを完了
し（ステップＳ１７１８）、次ＪＯＢに備える（ステップＳ１７１９）。次のジョブがな
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い場合は、本処理を終了する。一方、判定がＮＧである場合、つまり、出力画像に欠陥が
あると判断された場合には、この出力画像が形成された印刷用紙を予め設定されている所
定のトレイに移動して欠陥のある出力画像を欠陥の無い出力画像とは別の場所に排出する
ようにプリンタ制御部１６０に指示を送る（ステップＳ１７２０）。
【０１８４】
　次いで、出力画像に欠陥があった場合に再度この画像の出力を行う再出力設定がなされ
ているか否かを判別する（ステップＳ１７２１）。再出力設定は操作部２５０又はプリン
タドライバを介して行うことができる。再出力設定がされていない場合は、ステップＳ１
７１９に移行する。一方、再出力設定がなされている場合は、ＭＦＰ制御部２１０の備え
る再出力カウンタのカウント値ｉを１インクリメントして（ステップＳ１７２２）、再出
力の回数が、再出力回数の上限、本実施の形態においては３回を超えているか否かを判別
する（ステップＳ１７２３）。具体的には、カウント値ｉが４であるか否かを判別する。
再出力回数が上限回数を超えていない場合は、ステップＳ１７１５を以降の処理を実行し
て再出力を行い、再出力回数が上限回数を超えた場合は、ステップＳ１７１９の処理に移
行する。
【０１８５】
　上述のように、本実施の形態に係る画像検査処理においては、出力画像の画像検査を実
際に用紙に出力される画像を用いて行っている。また、従来の画像形成装置における画像
検査では、レジストレーション、カラーバーなどの濃度、色度測定などにおいては切り取
り部であるトンボの外側を用いて評価していた。本実施の形態の係る画像検査処理におい
ても、従来の画像検査方法と同様に、各種評価パターンをトンボの外側に配置し、粒状性
などの検査を行ってもよい。通常、トンボの外側は断裁されるため各種テストパターンを
埋め込みやすい。
【０１８６】
　上述のように、本発明の実施の形態に係る画像検査装置によれば、記録媒体としての用
紙の種類に応じて検査レベル、検査内容、及び検査対象等の検査条件を任意に設定するこ
とができる。これにより、用紙の種類に応じて画像検査の検査条件を最適なものにするこ
とができる。このため、用紙の種類に応じて検査が困難な検査条件を除外して最適な検査
条件で画像検査を行うことができ、無駄な検査等をすることなく画像検査を行うことがで
きる。従って、ＭＦＰ１００の画像形成の生産性を向上させることができる。また、画像
品質のバランスの取れた画像を形成することができる。
【０１８７】
　次いで、本発明の第２の実施の形態に係る画像形成装置について説明する。
【０１８８】
　本実施の形態に係る画像形成装置は、上述の第１の実施の形態に係る画像形成装置と同
じ構成を有しており、その画像検査方法のみが異なる。本実施の形態に係る画像検査方法
は、ＭＦＰ制御部２１０及び検査部２９０が実行する演算の演算量を少なくするように構
成されている。以下、本発明の第１の実施の形態に係る画像形成装置に対して、同じ構成
部材には同一の符号を付して重複した説明を省略し、異なる部分のみを説明する。
【０１８９】
　ここで、第１の実施の形態においては、画像検査処理はＭＦＰ制御部２１０及び検査部
２９０において実行されるものとした。図１４に示すように第１の実施の形態における検
査条件において、簡易モード時には、情報の欠落（欠け）が９画素以上、付加情報（汚れ
が）９画素以上、基準位置からのズレが２ｍｍ以上等の欠陥条件を満たす場合いに夫々出
力画像に欠陥があると判断するものとした。これらの欠陥条件の判断においては、検知部
１７０の出力画像の読み取り解像度を落としても問題ない。また、色再現、面内ムラ、粒
状性などの検査内容に対しては、ＲＧＢセンサの全てを用いて出力画像を検出しなくても
、Ｇフィルタのみを用いてこのＧフィルタのフィルタ特性を用いて出力画像を検出するこ
とでだけで十分に判断可能である。さらに、再生紙、色紙、レザック紙などの下地に色や
表面凹凸がある用紙においては、検知部１７０の読み取り光量を強くすることで画像検出
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の精度を向上させることができる場合がある。これは、用紙の下地と出力画像とのコント
ラスト比が増すこと、さらにはある程度のハイライトの乱れを検知部１７０が読み取れな
い状態になることが理由である。検知部１７０の読み取り光量を強くする場合、検知部１
７０によるトナーのついた部分（出力画像）の検出は可能である。
【０１９０】
　このような理由から、本実施の形態においては、画像検査の検査条件が出力画像の読み
取り解像度を落としても問題のものであるか、検査条件が出力画像をフルカラー検出しな
くても問題のないものであるか、及び検知部１７０の読み取り光量を上げた方が検出精度
が上がる検査であるかに着目したものである。具体的には、本実施の形態に係る画像検査
装置は、これらの条件を満たす場合に、読み取り解像度、通知カラー情報、及び読み取り
光量を変更することを特徴とする。
【０１９１】
　以下、図１８を参照して具体的に説明する。図１８は本発明の実施の形態に係る画像検
査処理のフローチャートである。本実施の形態に係る画像検査処理は、上記第１の実施の
形態に係る画像検査処理（図１７）に対して、画像検査条件に応じて読み取り解像度変更
処理、通知カラー情報変更処理、及び光量変更処理を設けた点で異なる。以下、図１７の
画像検査処理と異なる部分のみ説明する。
【０１９２】
　図１８に示すように、まず、図１７のステップＳ１７０１～ステップＳ１７１２を実行
する。次いで、設定された画像検査条件が出力画像の読み取り解像度を変更することがで
きる条件であるか否かを判別する（ステップＳ１８０１）。具体的には、検査レベルが「
簡易」であって、検査内容が欠け、汚れ、及び／又は位置ずれであるか否かを判別する。
画像検査条件が出力画像の読み取り解像度を変更することができる条件である場合には、
読み取り解像度を任意に設定された所定の解像度に変更する（ステップＳ１８０２）。即
ち、ステップＳ１８０２において、読み取り解像度を所定の解像度に低下させる。
【０１９３】
　画像検査条件が出力画像の読み取り解像度を変更することができる条件でない場合には
、又はステップＳ１８０２の処理を実行した場合には、ステップＳ１８０３の処理に移行
する。ステップＳ１８０３において、設定された画像検査条件が、ＭＦＰ制御部２１０へ
通知する出力画像をＲＧＢ情報からグレイスケール情報に変更することができる条件であ
るか否かを判別する。具体的には、検査内容が、色再現、面内ムラ、及び粒状性であるか
否かを判別する。画像検査条件が出力画像をグレイスケール情報に変更することができる
条件である場合には、検知部１７０において検出した出力画像の情報の内、Ｇフィルタを
介して検出された情報のみをＭＦＰ制御部２１０に送信するように設定する（ステップＳ
１８０４）。
【０１９４】
　次いで、画像検査条件が出力画像をグレイスケール情報に変更することができる条件で
ない場合には、又はステップＳ１８０４の処理を実行した場合には、ステップＳ１８０５
の処理に移行する。ステップＳ１８０５においては、画像検査条件が検知部１７０の出力
画像への照射光の光量を変更した方がよいものであるか否か判別する。具体的には、記録
媒体として再生紙、色紙、及びレザック紙が設定されているか否かを判別する。画像検査
条件が検知部１７０の出力画像への照射光の光量を変更した方がよいものであると判別さ
れた場合には、読み取り光量を予め任意に設定された所定の光量に変更する（ステップＳ
１８０６）。つまり、読み取り光量を所定の光量に上げる。
【０１９５】
　画像検査条件が検知部１７０の出力画像への照射光の光量を変更した方がよいものでな
いと判別された場合には、又はステップＳ１８０６の処理を実行した場合には、図１７の
ステップＳ１７１３に移行してステップＳ１７１３～Ｓ１７２３の処理を実行し、本処理
を終了する。
【０１９６】
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　上述のように、読み取り解像度を低くすることによってＭＦＰ制御部２１０等における
演算量が減少して演算速度が速くなり、出力画像の検査時間や排紙時間を短縮することが
でき、ＭＦＰ１００の生産性を向上させることができる。また、出力画像の検出情報の内
グレイスケール情報のみをＭＦＰ制御部２１０に通知することにより、情報量は１／３に
なるためＭＦＰ制御部２１０における演算量が減少して演算速度が速くなり、同様にＭＦ
Ｐ１００の生産性を向上させることができる。また、照射光量を上げることにより、出力
画像の検出精度を高精度にすることができる。
【０１９７】
　上述のように、本発明の第２の実施の形態に係る画像形成装置によれば、用紙の種類や
検査内容等の検査条件に応じて、検知部１７０の読み取りデバイスであるＣＩＳ装置５０
の仕様を低下させるか又は、検知部１７０における処理を変更する。これにより、画像検
査処理における計算量や通信量を大幅に低減させることができ、画像検査の効率を向上さ
せることができる。加えて、検査精度を向上させることができる。また、第１の実施の形
態と同様に、記録媒体としての用紙の種類に応じて検査レベル、検査内容、及び検査対象
等の検査条件を任意に設定することができる。これにより、用紙の種類に応じて検査が困
難な検査条件を除外して最適な検査条件で画像検査を行うことができ、無駄な検査等をす
ることなく画像検査を行うことができる。従って、ＭＦＰ１００の画像形成の生産性を向
上させることができる。また、画像品質のバランスの取れた画像を形成することができる
。
【０１９８】
　次いで、本発明の第３の実施の形態に係る画像形成装置について説明する。
【０１９９】
　本実施の形態に係る画像形成装置は、上記第１及び第２の実施の形態に係る画像形成装
置とは異なり、検知部が定着部の下流側ではなく作像部の上流側に配設されており、画像
の出力前の用紙の状態を検査することを特徴とする。画像出力前の用紙にはさまざまな付
着物や汚れなどがある場合が多い。既に付着物や汚れが付いた用紙に画像を形成した場合
には、出力画像に欠陥が生ずることが多い。このため、既に付着物や汚れが付いた用紙に
画像を形成することは、色材や用紙の無駄であり、コストの観点においてＭＦＰ１００の
効率性を低下させる。
【０２００】
　本実施の形態は、上述の問題を改善するため、検知部１７０の読取部５０及び対向板５
１を、例えばレジ待機位置と作像部１３０の最初の画像形成部（感光ドラム１３１）との
間の搬送パス上に設け、画像出力前の用紙の状態を検査可能に構成されている。そして、
出力前の用紙の状態の検査に応じて、この用紙に汚れ等が付着している場合にはその用紙
に画像を形成しない。
【０２０１】
　本実施の形態に係るＭＦＰは、上記第１の実施の形態に係るＭＦＰ１００（図１）に対
して、検知部１７０を備えず、上述のように、読取部５０及び対向板５１を、作像部１３
０の最初の画像形成部（感光ドラム１３１）への搬送パス上に備える点が異なる。従って
、本実施の形態に係るＭＦＰの構成の説明は省略する。以下、第１の実施の形態に係る画
像検査装置と同じ構成部材には同一の符号を付して重複した説明を省略し、異なる部分の
み説明する。
【０２０２】
　次いで、本実施の形態に係る画像検査装置の実行する画像検査処理について図１９を参
照して説明する。図１９は、本実施の形態に係る画像検査装置の実行する画像検査処理の
フローチャートである。
【０２０３】
　本画像検査処理においては、まず、プリンタドライバもしくはＭＦＰの操作部２５０に
おいて、出力前の用紙を検査する出力前用紙検査モードの設定がされたか否かを確認する
（ステップＳ１９０１）。
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【０２０４】
　本実施の形態においては、例えば図７の検査内容設定画面には図示していないが、出力
前用紙検査モードを設定可能にする設定ボタンが設けられており、出力前用紙検査モード
の設定ボタンが押下されると、自動的に検査対象が下地に、検査内容が汚れ及び折れに設
定されるように構成されている。即ち、これらのチェックボックス（チェックボックス７
１２，７１７，７２４）に自動的にチェックが付く。また、この状態において、ユーザが
汚れ又は折れのどちらか一方の検査をしたい場合には、汚れ又は折れのうち検査を望まな
いどちらか一方のチェックボックス７１７又は７２４の箇所のチェックを解除すればよい
。但し、本実施の形態においては、汚れ及び折れの両方の解除はできないように構成され
ているものとする。
【０２０５】
　次いで、出力前検査モードの設定が確認された場合には、記録媒体として設定されてい
る用紙の種類を確認する（ステップＳ１９０２）。ここで、記録媒体としてプレプリント
紙又は色紙を設定する場合には、出力前画像検査の基準とするために、画像の出力前のプ
レプリント紙又は色紙の画像（下地の画像や下地の状態、下地の色等）をＣＩＳ装置を用
いて予め登録しておく。これにより、記録媒体自体の検査が可能になる。この構成により
、予め画像が印刷されたプレプリント紙の検査、ならびに色紙の検査などが可能になる。
【０２０６】
　次いで、記録媒体として設定されている用紙が再生紙又はレザック紙であるか否かを判
別する（ステップＳ１９０３）。記録媒体として再生紙又はレザック紙が設定されている
場合には、用紙の検査を行わずに本処理を終了する。検知部としてのＣＩＳ装置（図８参
照）においては用紙の付着物や汚れと用紙の凹凸とを分離して検知することはできない。
また、再生紙についてはそもそも白色度が低く、不純物も埋め込まれており、これを出力
前用紙検査で検出することはできても、ほとんどの再生紙が欠陥があると判別される場合
がある。このため、標準検査レベルにおいては、レザック紙ならびに再生紙については用
紙検査を実行できないように構成されている。また、ユーザ指定により、生産性がダウン
しても検査を実行したいときのために、第１の実施の形態同様に、検査レベルは選択可能
に構成されている。例えば、ユーザが検査内容設定画面（図７）において、図示しない出
力前用紙検査モードの設定ボタンを押下し、検査レベル指定ダイアログ７０２を操作して
検査レベルを高精度にすることにより、検査条件を任意に設定することができる。
【０２０７】
　一方、ステップＳ１９０３において、記録媒体として再生紙又はレザック紙が設定され
ていない場合には、用紙の搬送を開始する（ステップＳ１９０４）。ステップＳ１９０４
においては、選択された用紙が収納されている用紙収納庫１５１もしくは手差し給紙部１
５２に用紙のピックアップを指示する。次いで、ピックアップ指示を受けた用紙収納庫１
５１もしくは手差し給紙部１５２は指示タイミングで指示枚数の用紙のピックアップを行
って用紙を搬送する。
【０２０８】
　次いで、レジ待機位置で用紙の搬送タイミングを調整し、ＣＩＳ装置５０で用紙の状態
を検出する（ステップＳ１９０５）。具体的には、搬送されてきた用紙の下地の色や模様
、汚れや付着物を読み取る。読み取り内容（検査内容）（図１３参照）は、上記第１の実
施の形態と同様に、検査内容設定画面（図７）において選択可能である。検査内容につい
ての指示が特に無い場合には、第１の実施の形態において説明した汚れが検査内容に設定
され、汚れについての検出が行われる。
【０２０９】
　次いで、ステップＳ１９０５の検出結果と、設定されている検査条件に対応する欠陥条
件（図１４）とを比較して、用紙に欠陥が有るか否かを判別する（ステップＳ１９０６）
。ステップＳ１９０６においては、用紙として色紙又はプレプリント紙が設定されている
場合は、予めこれらの用紙を読み込んで登録された基準データと比較して、検出した用紙
の状態の内基準データと異なる部分のみを抽出する。これにより、色紙又はプレプリント
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紙に対して正確な用紙検査を行うことができる。
【０２１０】
　出力前の用紙に汚れ等が付着していて、欠陥が有ると判別された場合には、その用紙に
画像を形成せずに用紙を排出し（ステップＳ１９０７）、本処理を終了する。一方、出力
前の用紙に汚れ等が付着してなく、欠陥がないと判別された場合は、第１の実施の形態と
同様にこの用紙に画像形成を行う（ステップＳ１９０８）。
【０２１１】
　次いで、用紙の両面に画像形成を行う両面モードが指示されている否かを判別する（ス
テップＳ１９０９）。両面モードが指示されている場合は、両面反転部１５２によって用
紙を反転させ（ステップＳ１９１０）、ステップＳ１９０２に戻り、ステップＳ１９０２
移行の処理を繰り返す。一方、両面モードが指示されていない場合は、本処理を終了する
。両面モードが指示されている場合において、両面反転部１５２により用紙が反転され、
ステップＳ１９０２～Ｓ１９０８の処理が実行されたときは、ステップＳ１９０９におい
て、両面モードが指示されていないと判別される。
【０２１２】
　尚、ステップＳ１９０２で出力前検査モードの設定が確認されると、用紙の種類を確認
しているが、ステップＳ１９０１で出力前検査モードの設定がされると、自動的に用紙種
類指定ダイアグラム７０１の再生紙とレザック紙の選択を禁止するようにしてもよい。こ
の場合は、ステップＳ１９０３の処理を飛ばして、ステップＳ１９０４から動作すればよ
い。
【０２１３】
　上述のように本発明の第３の実施の形態に係る画像検査装置によれば、用紙の状態の検
査を画像形成前に行うことによって、無駄な色材や用紙の使用がない、ランニングコスト
に優れた環境にやさしい画像形成装置を提供することができる。
【０２１４】
　また、出力前用紙検査により欠陥があると判別された用紙であっても、出力画像の欠陥
の検査を行う必要がないような簡易な画像の出力に対しては、この用紙は十分に使用可能
である。従って、画像出力後に出力画像の検査を行い、出力画像に欠陥があると判別され
た印刷の再利用方法は限られているが、本実施の形態に係る画像検査装置によれば、画像
が形成された場合に画像欠陥を生じる用紙を無駄に使用することなく、適切な用途に使用
することができるようになる。
【０２１５】
　次いで、本発明の第４の実施の形態に係る画像形成装置について説明する。
【０２１６】
　本実施の形態に係る画像形成装置は、上記第３の実施の形態に係る画像形成装置と同様
に、画像の出力前の用紙を検査するものであるが、読取部５０及び対向板５１を作像部１
３０の最初の画像形成部への搬送パス上に備えるものではなく、第１の実施の形態に係る
ＭＦＰ１００と同様に検知部１７０を備えるものである。本実施の形態に係る画像形成装
置は、第１の実施の形態に係る画像形成装置と構成が同じであり、その説明を省略する。
　　　
【０２１７】
　次いで、本実施の形態に係る画像検査装置の実行する画像検査処理について図２０を参
照して説明する。図２０は、本実施の形態に係る画像検査処理のフローチャートである。
【０２１８】
　本画像検査処理においては、まず、第３の実施の形態に係る画像検査処理と同様に、図
１９のステップＳ１９０１～Ｓ１９０４の処理を実行する。次いで、レジ待機位置におい
て用紙搬送のタイミングを調整して、用紙を作像部１３０を通過させる（ステップＳ２０
０１）。ステップＳ２００１においては、用紙が作像部１３０の各転写部を通過する時に
は、転写バイアスを通常とは逆（±を逆）に各転写部に対して印加してトナーを用紙に転
写しないようにしている。これにより、用紙は、画像が形成されることなく作像部１３０
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を通過する。
【０２１９】
　次いで、転写部を通過した記録媒体を定着部１４０に搬送し、定着部１４０を通過させ
る（ステップＳ２００２）。ステップＳ２００２において、定着部１４０を通過する際に
用紙に汚れなどがつくことは好ましくない。従って、図１において点線で示したように、
用紙が定着部１４０を通過する際には、上ローラが下ローラに着かないように上方に付勢
されるように定着部が構成されている。定着部１４０を通過する際には、上ローラが上方
に付勢され、下ローラが用紙の搬送を行う。
【０２２０】
　次いで、定着部１４０を通過した用紙を、検知部１７０に搬送し、検知部１７０におい
て用紙の状態を検出する（ステップＳ２００３）。具体的には、搬送されてきた用紙の下
地の色や模様、汚れや付着物を読み取る。読み取り内容（検査内容）（図１３参照）は、
上記第１の実施の形態と同様に、検査内容設定画面（図７）において選択可能である。検
査内容についての指示が特に無い場合には、第１の実施の形態において説明した汚れが検
査内容に設定され、汚れについての検出が行われる。
【０２２１】
　次いで、ステップＳ２００３の検出結果と、設定されている検査条件に対応する欠陥条
件（図１４）とを比較して、用紙に欠陥が有るか否かを判別する（ステップＳ２００４）
。出力前の用紙に汚れ等が付着していて、欠陥が有ると判別された場合には、その用紙に
画像を形成せずに用紙を排出し（ステップＳ２００５）、本処理を終了する。一方、出力
前の用紙に汚れ等が付着してなく、欠陥がないと判別された場合は、両面モードが指示さ
れている否かを判別する（ステップＳ２００６）。両面モードが指示されていない場合は
、検査された用紙を、両面反転部１５２を通過させて両面待機収納庫１５４に搬送して保
管して（ステップＳ２００７）、本処理を終了する。
【０２２２】
　一方、両面モードが指示されている場合は、両面反転部１５２によって用紙を反転し（
ステップＳ２００８）、ステップＳ１９０２に戻り、検査されていない面に対してステッ
プＳ１９０２以降の処理を繰り返す。ここで、この検査されていない面に対するステップ
Ｓ２００６の処理においては、両面モードは設定されていないと判別され、ステップＳ２
００７の処理に移行し、両面の用紙状態の検査が終了した用紙を両面待機収納庫１５４に
搬送して保管して、本処理を終了する。
【０２２３】
　本画像検査処理によって、用紙状態の検査が終了した用紙は、両面待機収納庫１５４に
て再ピックアップタイミングを待ち、ＪＯＢに伴うピックアップ指示に応じて両面待機収
納庫１５４からピックアップされ、作像部１３０、定着部１４０に搬送されて画像が形成
される。
【０２２４】
　また、本実施の形態に係る画像検査装置は、出力前に状態の検査が行われた用紙に対し
て、出力画像の検査を行うようにしてもよい。具体的には、ステップＳ２００７によって
、両面待機収納庫１５４に保管されている検査済みの用紙を用いて画像を形成し、第１の
実施の形態と同様に、検知部１７０の読取部５０が出力画像を検出し、ＭＦＰ制御部２１
０において画像欠陥の検査を行う。
【０２２５】
　この場合は、例えば、図７の検査内容設定画面を２画面設定し、一方の画面を出力前用
紙検査モードの検査条件設定用の画面に、他方の画面を図７の検査内容設定画面に設定す
る。この２つの設定画面において、各モードにおける検査条件を設定する。
【０２２６】
　具体的には、出力前用紙検査モードの設定画面において、ユーザが出力前用紙検査モー
ドの設定ボタンを押すと、自動的に、検査対象が下地に、検査内容が汚れ及び折れに設定
され、これらのチェックボックス７１２，７１７，７２４の箇所に自動的にチェックが付
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く。また、この状態において、ユーザが汚れ又は折れのどちらか一方の検査をしたい場合
には、汚れ又は折れの内検査を望まないどちらか一方のチェックボックス７１７又は７２
４のチェックを解除すればいい。但し、本実施の形態においては、汚れと折れの両方の解
除はできないように構成されているものとする。また、画像検査モードの設定画面（図７
）においては、第１の実施の形態と同様に検査条件の設定を行うことができる。
【０２２７】
　上述のように本発明の第４の実施の形態に係る画像検査装置によれば、用紙の状態の検
査を画像出力前に行うことによって、無駄な色材や用紙の使用がない、ランニングコスト
に優れた環境にやさしい画像形成装置を提供することができる。
【０２２８】
　また、出力前用紙検査により欠陥があると判別された用紙であっても、出力画像の欠陥
の検査を行う必要がないような簡易な画像の出力に対しては、この用紙は十分に使用可能
である。従って、画像出力後に出力画像の検査を行い、出力画像に欠陥があると判別され
た印刷の再利用方法は限られていたが、本実施の形態に係る画像検査装置によれば、画像
が形成された場合に画像欠陥を生じる用紙を無駄に使用することなく、適切な用途に使用
することができるようになる。
【０２２９】
　上記第３，４の実施の形態に係る画像検査装置においては、ＣＩＳを用いてもある程度
の色や濃度、パターンに関するもの検出可能である。公知の光沢センサや高さセンサを組
み合わせて紙の表面性や厚さを自動的に検査し、操作性を向上させても良い。
【０２３０】
　次いで、本発明の第５の実施の形態に係る画像形成装置について説明する。
【０２３１】
　上述の第１の実施の形態は、用紙の種類に応じて検査検査条件を設定し、検査レベルの
最適化、検査内容・対称の絞込みを行う。第２の実施の形態は、用紙の種類に応じて読み
込みデバイスである検知部１７０の読み込み設定を変更する。第３，４の実施の形態は、
出力前の用紙の状態を検査する。本実施の形態に係る画像形成装置は、視覚特性に重要な
正反射特性に注目し、正反射光特性をも解析して出力画像の検査を行う画像形成装置を備
える。以下、上記第１の実施の形態に係る画像検査装置に対して同じ構成部材には同一の
符号を付して説明を省略し、異なる部分のみ説明する。
【０２３２】
　スジやキズなどの光沢ムラは、高光沢なほど目立ちやすくなる。このため、本実施の形
態においては、高光沢用紙であるコート紙と光沢紙の検査時に、正反射特性を検出して光
沢ムラ検査するように構成されている。また、プリンタドライバや操作部２５０を介して
他の用紙においても正反射特性を検出して光沢ムラを検査するよう設定可能に構成されて
いる。
【０２３３】
　具体的には、図２１に示すように、図８のＣＩＳ装置５０に、フォトダイオード６３を
介して光源であるＬＥＤアレイ６０に対向する位置であって、ＬＥＤアレイ６０の照射光
の正反射光が入射する位置に、フォトダイオード６３と同じフォトダイオード６４が追加
されている。光沢の検出については、ＲＧＢ出力は必要ない。このため、フォトダイオー
ド６４はＲＧＢフィルタを備えない。
【０２３４】
　以下、本実施の形態の特徴である光沢検査方法について述べる。
【０２３５】
　ＭＦＰ制御部２１０は、フォトダイオード６４が検出した出力画像からの正反射画像の
情報を受信し、検査部２９０に通知する。検査部２９０は正反射画像とオリジナル画像と
を比較して光沢ムラを検出する。
【０２３６】
　本実施の形態に係る画像形成装置の用いる画像形成方法は電子写真方式であり、用紙に
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転写されるトナーの高さは１０μｍを超える場合がある。光沢紙のような高光沢記録媒体
では表面が平滑化されており、正反射画像に基づいて転写されたトナーの段差を検出する
ことができる。このため、正反射画像データとオリジナル画像データとを段差において比
較することにより、出力画像における定着ローラによるキズや、各種部材による擦れなど
を検知することができる。また、正反射画像データとの比較に使用するオリジナル画像デ
ータとしては、ＲＩＰ処理後のハーフトーニング処理された画像データを使用することが
好ましい。図２２（Ａ），（Ｂ）にハーフトーニング処理された画像データを示す。図２
２（Ａ）はハーフトーニング後のドット画像を示し、図２２（Ｂ）はハーフトーニング後
のドット画像の断面を示す。このようにドット構造の画像に凹凸があり、出力画像とハー
フトーニング処理後のオリジナル画像とを比較することにより光沢ムラの誤検知を抑制す
ることができる。このため、検査部２９０にはオリジナル画像データをハーフトーニング
処理して得られる画像データを入力する。
【０２３７】
　比較方法は、第１の実施の形態において述べた汚れの検査に用いる計算方法を用いる。
即ち、画像データに存在しない情報（光沢ムラ）が存在していれば、画像欠陥と判断する
。
【０２３８】
　本実施の形態に係る画像検査処理の手順は、第１の実施の形態と同様であるため説明を
省略する。本実施の形態においては、フォトダイオード６３を介して乱反射光を検出する
時に、フォトダイオード６４を介して正反射光も同時に検出する構成である。
【０２３９】
　上述のように、本実施の形態に係る画像検査装置によれば、出力画像の正反射光も検査
対象にすることで、濃度や色では検知することができなかったスジやキズなどの光沢ムラ
も検出でき、より高品質な出力画像を提供することができる。
【０２４０】
　上述のように、本発明によれば、欠陥の検査等の検品が難しい記録媒体に対しても、画
像検査条件を最適化することができ、画像形成の生産性を向上させることができる。加え
て、検査品質を最適化することができる。
【０２４１】
　また、画像出力前に記録媒体の欠陥を判別するので、無駄な色材の消費、各種部材の劣
化、用紙の浪費などを回避することができる。
【０２４２】
　さらに、光沢紙など形成されるキズが目立ちやすい高光沢画像については、正反射光を
利用して光沢ムラの検査も実行するので、より高品質の出力画像を提供することができる
。
【０２４３】
　上述のように、本実施の形態に係る画像検査装置は、電子写真方式の画像形成装置に適
用されているものとしたが、インクジェットプリンタ、オフセット印刷機などの画像形成
装置におも適用可能である。また、画像形成装置から分離されたオフライン検査装置とし
ても適用可能である。
【０２４４】
　また、記録媒体の種類を入力する手段は、操作部２５０のタッチパネル部４００もしく
はプリンタドライバに限るものではなく、例えば、公知のメディアセンサなどを利用して
、記録媒体の種類の検知を行ってもよい。
【０２４５】
　また、本発明の目的は、前述した各実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログ
ラムコードを記憶した記憶媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装
置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコード
を読み出し実行することによっても達成される。
【０２４６】
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　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した各実施の形態の
機能を実現することになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記
憶媒体は本発明を構成することになる。
【０２４７】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピー（登
録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－
ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ等の光ディスク、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。または、プログ
ラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
【０２４８】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した各
実施の形態の機能が実現されるだけではなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コ
ンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部ま
たは全部を行い、その処理によって前述した各実施の形態の機能が実現される場合も含ま
れる。
【０２４９】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その拡張機能を拡張ボードや拡張ユニット
に備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した各実
施の形態の機能が実現される場合も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０２５０】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る画像検査装置が搭載された画像形成装置の概略
構成を示す断面図である。
【図２】図１の画像形成装置のハードウエア構成を示すブロック図である。
【図３】図２におけるＲＩＰ部の構成を示すブロック図である。
【図４】図１の画像形成装置の操作部の備えるタッチパネル部の概略構成を示す図である
。
【図５】パーソナルコンピュータの表示部に表示されるプリンタドライバの設定画面の一
例を示す図である。
【図６】プリンタドライバの設定画面におけるプロパティ設定画面の一例を示す図である
。
【図７】図６のプロパティ設定画面において検査内容設定キーが押された場合にパーソナ
ルコンピュータの表示部に表示される検査内容設定画面を示す図である。
【図８】図１の画像形成装置の検知部の概略構成を示す正面視の断面図である。
【図９】図１の画像形成装置の検知部を左側面側から見た図である。
【図１０】用紙の種類と各用紙に対応する画像検査における特性との関係を示す図である
。
【図１１】用紙の種類と検査レベルとの関係を示す図である。
【図１２】用紙の種類と検査対象との関係を示す図である。
【図１３】用紙の種類と検査内容との関係を示す図である。
【図１４】画像検査の欠陥判断条件を示す図である。
【図１５】出力画像の乱れを説明するための図であり、図１５（Ａ）は、出力画像がオリ
ジナル画像より太い場合を示し、図１５（Ｂ）は、出力画像がオリジナル画像より細い場
合を示す。
【図１６】明度と粒状性の関係を示す図である。
【図１７】本発明の第１の実施の形態に係る画像検査処理のフローチャートである。
【図１８】本発明の第２の実施の形態に係る画像検査処理のフローチャートである。
【図１９】本実施の第３の形態に係る画像検査装置の実行する画像検査処理のフローチャ
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【図２０】本実施の第４の形態に係る画像検査処理のフローチャートである。
【図２１】本発明の第５の実施の形態における検知部の概略構成を示す図である。
【図２２】ハーフトーニング処理された画像データを説明する図であり、図２２（Ａ）は
ハーフトーニング後のドット画像を示し、図２２（Ｂ）はハーフトーニング後のドット画
像の断面を示す。
【符号の説明】
【０２５１】
３７，３８　搬送ローラ対
５０　ＣＩＳ装置
５１　対向板
６０　ＬＥＤアレイ
６１　コンタクトガラス
６２　セルフォックスガラス
６３，６４　フォトダイオード
１００　ＭＦＰ
１１０　スキャナ部
１２０　レーザ露光部
１３０　作像部
１４０　定着部
１５０　給紙／搬送部
１６０　プリンタ制御部
１７０　検知部
２１０　ＭＦＰ制御部
２２０　入力画像処理部
２３１　ＮＩＣ部
２３２　ＲＩＰ部
２４０　メモリ部
２５０　操作部
２６０　出力画像処理部
２７０　プリンタ部
２７１　後処理部
２８０　検査部



(33) JP 4834387 B2 2011.12.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(34) JP 4834387 B2 2011.12.14

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(35) JP 4834387 B2 2011.12.14

【図９】 【図１０】
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【図１５】 【図１６】
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